
午前１０時３０分 開議

○議長（真砂 満君） ただいまから平成１６年第

４回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１５番 角谷英男議員、

１６番 成田政彦議員の両議員を指名いたします。

次に、日程第２、議案第３号 泉南市市税賦課

徴収条例の一部を改正する条例の制定についてか

ら日程第９、議案第１３号 平成１６年度大阪府

泉南市一般会計補正予算（第７号）までの以上８

件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました議案８件に関し、

委員長の報告を求めます。総務文教常任委員会委

員長 堀口武視議員。堀口議員。

○総務文教常任委員長（堀口武視君） ただいま議

長より報告の旨の指名を受けましたので、これよ

り本常任委員会に付託を受けました議案第３号

泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第６号 収入役の事務を助役

に兼掌させる条例の制定について、議案第７号

泉南市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する

条例の制定について、議案第８号 泉南市職員旅

費条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第９号 南大阪湾岸南部流域下水道組合規約の

変更に係る協議について、議案第１０号 泉南清

掃事務組合規約の変更に係る協議について、議案

第１２号 民事調停の成立について、議案第１３

号 平成１６年度大阪府泉南市一般会計補正予算

（第７号）の以上８件の審査につきまして、その

審査の概要並びに結果の報告を申し上げます。

なお、審査の結果につきましては、本日皆様方

のお手元に御配付しております常任委員会審査結

果報告書のとおりでございますので、御参照いた

だきたいと存じます。

さて、本常任委員会に付託されました以上８件

の審査につきましては、過日の１２月１７日、委

員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、
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慎重なる審査を行いました。

それでは、審査の概要を順次御報告申し上げま

す。

まず初めに、議案第３号 泉南市市税賦課徴収

条例の一部を改正する条例の制定について申し上

げます。

今回の条例改正に伴い老年者控除が廃止される

が、これに係る影響等を示せとの問いに、今回の

改正による影響額については約３，４００万円、対

象者数については約１，３００人であるとのことで

した。

以上で質疑を終結し、続いて討論、採決に入り

ました。

まず、討論の中で、今回の条例改正については、

高齢者に負担をもたらすものであり反対であると

の討論がありました。

かくして採決の結果、賛成多数でもって原案の

とおり可決することに決しました。

次に、議案第６号 収入役の事務を助役に兼掌

させる条例の制定についてから議案第１０号 泉

南清掃事務組合規約の変更に係る協議についてま

での５件については、いずれも関連がございます

ので、一括して御報告を申し上げます。

まず、今回の条例改正に伴い、助役が収入役の

職務を兼掌することとなるが、事務を執行するに

当たって問題が生じることはないのかとの問いに、

今回助役と収入役の職務を兼掌させるが、助役、

収入役のそれぞれの職務の執行に当たっては、そ

れぞれの立場を明確にした上で、適正に行われる

ものと考えており、問題はないということであり

ました。

また、さきに助役を２人から１人にしたが、現

在大阪府より理事として出向してることについて、

今後の助役、理事のあり方について市の考えを示

せとの問いに、現在大阪府より市の理事として１

名出向していただいているが、理事については、

助役などの特別職とは違い一般職であり、現在本

市が抱える課題の解決や多課にまたがる重要事項

の調整など特命事項を与えており、今後これらの

調整、整理の見通しがつけば、その時点において

改めて助役、理事のあり方について検討したいと

のことでありました。



また、このことに関連して、管理職の女性登用

について今後の考えを示せとの問いに、男女共同

参画社会の中で、管理職の登用については、男性、

女性関係なく広く登用していくものであり、現在

女性の管理職については課長級までであるが、今

後は経歴や職務の内容によっては、さらに課長級

以上の職につく女性も出てくるのではないかとの

ことでした。

以上で質疑を終結し、かくして５件を一括して

討論、採決の結果、討論はなく、いずれも全会一

致でもって原案のとおり可決することに決しまし

た。

次に、議案第１２号 民事調停について御報告

申し上げます。

まず、今回の民事調停に至るまでに、過去より

市教育委員会に対し要望書が出されてきたという

経過の中で、今日までの市の対応等について示せ

との問いに、市教育委員会としても申し入れの件

については一定の調査を行ったが、当事者より要

望書が出されていたことは確認できなかったとの

答弁があり、これを受けて、過去より申し出があ

ったのであれば、その後スムーズに引き継ぎがさ

れることなく、部内においても十分議論がなされ

なかったことは残念であるとの指摘がありました。

このことについて、教育委員会として引き継ぎ

ができていなかったことについては反省をし、今

後このようなことがないよう努めていきたいとの

ことでした。

また、特定の団体が公共施設である学校に一定

の費用を投じて設備を設置することについて問題

があるのではないかとの問いに、特定の団体が学

校の敷地内に固定的にネットを設置することは好

ましくないが、野球チームにおいてもゲージを使

用するなどの一定の措置は講じられており、本来、

市がすべき対策について、その対応のおくれから

関係者に迷惑をかけたことについては、反省すべ

き点があるとのことでした。

また、週休５日制が進むにつれて、市民からの

学校施設について開放の要望が多い中、特定の団

体がグラウンド等を恒常的に使用することで、施

設を利用しようとする他の利用者に支障となって

いるのではないかとの問いに、学校施設について
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は、学校行事に支障がない限り原則として公開す

ることとしているが、一部の学校において指摘の

あった事案について、特定の団体が継続して使用

しているケースも確認しているので、今後は特定

の団体の使用に偏ることなく、公平、公正な立場

に立って、広く施設の利用、開放に努めていきた

いとのことでした。

また、今回設置するフェンスの耐用年数が６年

であるが、耐用年数が過ぎた後の取り扱いについ

てどのように考えているのかとの問いに、防護フ

ェンスについては耐用年数は６年程度であるが、

日常の管理を徹底することで多少でも耐用年数を

延ばすことも可能なことから、一定の時期が到来

した時点において、老朽箇所の補修や常設のフェ

ンスの設置などを判断していきたいとのことでし

た。

また、今回の調停を受けて、今後他の学校施設

等において同様の事案が生じた場合について、市

は今後どのように対応していくのか、その考えを

示せとの問いに、他の学校においては、同様の事

案等は現在発生していないが、今回の調停を機会

に今後各学校施設等の安全対策については調査を

していきたいとのことでした。

以上で質疑を終結し、かくして討論、採決の結

果、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決す

ることに決しました。

次に、議案第１３号 平成１６年度大阪府泉南

市一般会計補正予算（第７号）について申し上げ

ます。

まず、歳入について、使用料８００万円の減額

についてその内容を示せとの問いに、減額の内容

については、総合福祉センターの浴室使用料の減

額であり、これは本年１０月より使用料の改定に

伴い、約４０％程度の利用者の減少が生じること

を見込んだものであるとのことでした。

次に、雑入の中の退職手当他会計負担金につい

ては、水道会計から一般会計へ繰り入れることに

ついて、水道会計をさらに圧迫し、水道料金の値

上げにつながるのではないかとの問いに、今回の

退職手当の水道会計からの負担金については、職

員の退職手当として従来は一般会計より全額を支

出していたが、公営企業法においても退職金の負



担は認められているように、職員の水道部に在籍

していた年数に応じて退職手当を水道会計より支

出するものであり、本年については３名分を計上

しているとのことでした。

次に、府補助金の中の延長保育促進事業につい

て、従来より多くの実施を要望する声があったが、

市内部において調整等に時間を要したことなど、

その対応におくれが感じられたが、市の考えを示

せとの問いに、延長保育の要望の声が多く、その

実施について対応がおくれていたことについては、

以前より指摘を受けており、市としても真摯に受

けとめているが、職員の処遇に関する部分でもあ

り、現在その改善に努めている中で、朝の延長保

育について、今後職員等の時差出勤により対応で

きないかなどの調整協議を行っていきたいとのこ

とでした。

このことについて、府より補助金を受けて事業

をしている中で、調整という理由の中で職員の処

遇のことを一方で理由とすることについては、い

ささかの問題があるのではないか、まず職員の配

置、体制などみずからも協力、見直すべき点もあ

るのではないかとの意見がありました。

次に、支出において、互助会給付金の内容と退

職制度の内容を示せとの問いに、互助会の事業と

して、祝い金、見舞金、退会給付金、給付金、貸

し付け事業等を行っており、財源については、市

の持ち出す掛金と市町村の職員がそれぞれ持ち出

す補給金があり、掛金については１０００分の１

４、補給金については１０００分の２６であり、

平成１６年度はその率についてそれぞれ約３％下

がっている状況であるとのことでした。

また、互助会関係の退職金制度については、職

員の在会年数に応じて給付日数が定められており、

従前には高い限度日数を設けていたが、現在は改

正されており、最高の支給日数についても約半分

程度にまで下がっているとのことでした。

次に、民生費の中の生活保護費について、今後

生活保護世帯の増加により市の財政が一層厳しく

なる中で、生活保護制度の適用については、公平、

公正、透明化が求められるが、市の考えを示せと

の問いに、現在本市の生活保護については、府下

の保護率の平均を下回っているが、一方で保護費
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については増加の傾向を示しており、市としては、

被保護者で１６歳から６４歳までの稼働能力のあ

る方については、職業あっせん等を行う中で自立

支援に努めているが、生活保護の適用に当たって

は、担当者１人が判断するのではなく、扶養義務

調査、資産調査、保険、預貯金の調査等を福祉事

務所全体で行い、公正、公平な運用に努めている

とのことでした。

次に、今回乳幼児医療費の助成制度が拡充され、

府の施策として歳児の引き上げが行われたが、市

として今後新規の施策を行う予定はないのかとの

問いに、福祉施策全体の事業が見直されている中

で、新規事業として現在検討しているものとして、

子育て支援施策では、ファミリーサポートセンタ

ー事業、育児訪問指導事業、母子就労支援事業、

そしてコミュニティ・ソーシャルワーカーの設置

などを検討しており、ソーシャルワーカーの設置

については、各中学校区に１カ所ずつ設置を考え

ており、１７年度は国道２６号線より山手側の２

カ所を、残る２カ所については、１８年度にそれ

ぞれ在宅介護支援センター等への委託も含めて検

討しているとのことでした。

次に、商工費の中の補正額について、地元商工

会より、大型店舗の開店に伴う商業調査実施の要

望もあったと思うが、今後の市の考えを示せとの

問いに、今般りんくうタウンに大型商業施設が開

店したことに伴い、市としても地元商業に与える

影響について商業調査の必要性は認識しているが、

直ちに行うことについては、オープン時の一時的

影響もあることから、調査時期や調査方法につい

て地元商工会と協議していきたいとのことでした。

以上で質疑を終結し、続いて討論、採決に入り

ました。

まず、討論の中で、職員の退職手当について、

一般会計の負担を減らすためだけに水道会計から

繰り入れることについては、水道料金の値上げに

つながるので反対するとの討論がありました。

かくして採決の結果、賛成多数でもって原案の

とおり可決することに決しました。

以上、甚だ簡単ではございますが、本委員会に

付託されました議案８件の審査結果について私の

報告とさせていただきます。



どうもありがとうございました。

○議長（真砂 満君） ただいまの委員長の報告に

対し、質疑を行います。質疑はありませんか。―

―――小山議員。

○４番（小山広明君） 委員会重視ということで、

委員会での熱心な議論がされたことが報告からも

うかがえるんですが、この中に付託するに際して

私はほんとに質問しようと構えておったんですが、

きょうも開会でもあるように放送が入って、すぐ

出てきたつもりですが、もう始まっておると。

議席に議員が座ってないときには呼んで座らせ

るぐらいのことまで書いてあるわけですから、も

う少し余裕を持って、出席してる議員にはちゃん

と審議に参加できるような配慮をぜひ議長にはお

願いをしたいと、まず冒頭に申し上げておきたい

と思います。

○議長（真砂 満君） 小山議員に申し上げます。

御意見はわかりましたが、今委員長報告の質疑で

ございますので、よろしくお願いします。

○４番（小山広明君） だから、冒頭に申し上げる

と言ってます。

その中で、私、質問しなかったんで大変興味の

あった案件が１つあって、それは審議されてない

ような報告ですが、要点報告ということですから、

全部が報告されてないということを踏まえて御質

問さしていただきますが、あいぴあの補修費２７

万が補正予算で上がっておったんですが、これは

説明の中では台風の雨によってはがれたというこ

とで、１０年以上たっておるという話があったん

で、私が調べますと、７年ぐらいしかたってない

んですね。

これはいろいろ大阪府とも私、協議いたしまし

たが、いわゆる原因が何であるのか。そういうよ

うな調査をする部門が大阪府にも専門的にはない

と。建築士会の方に問い合わせをしてくださいと

いうことでいろいろ協議をしたんですが、この役

所の中に工事をやって、後そういういろんな事故

なり、また手直しが生じたときに、それがどうい

う原因でそういうように至るのかというのを調査

をせずに、今回もこれ補修費で上がっとるわけな

んですね。

瑕疵責任が２年であるから、やった業者には責
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任ないといっても、タイルという施工した、そう

いうそのものの耐用年数があると思うんですね。

２年で雨が降ってはがれ落ちるんであれば、タイ

ルというものを外壁に選定したこと自身が間違い

なのか、それとも瑕疵責任は２年だけども、原因

としては何らかの施工にミスがあったのかという、

そういう調査をしないと、私はこれは大変無責任

だと思うんですね。

これは民間ではこんなことはあり得ないですね。

何ぼ瑕疵責任が過ぎとっても、やった業者のミス

によってそういう事故なり損傷が起きた場合には、

それは社会的常識として、信用の面からも業者は

やっぱり誠意を持って対応するのは当たり前のこ

とですよね。

瑕疵責任というのは全部をばくっとやりますか

ら、当然２年ぐらいで責任がないという形での影

響が出ることもあるでしょうけども、いわゆる躯

体部分について２年で雨が降って落ちたから、そ

れでさあ、修理をして、業者は何の責任もとらな

いでいいというような対応を市がしとるというの

は僕は考えられないんですが、その辺の質疑は当

然私はあったと思うのですが、委員長におかれて

は、そういう質疑があったのかどうかということ

をまずお聞きをしたいと思います。

それから、収入役の問題では、ここでも議論さ

していただきましたから、委員会でも同じような

議論がされたのかなということはうかがえるんで

すが、助役２人はいろいろ議論があって１人にし

たということですが、理事であるから一般職とし

て違いがあると。何をしとるのかという報告では、

課同士、部署同士ですよね。部署同士の調整をし

ておる仕事と、何かを特命しとるんだと。

まさしくこれは助役が担うべき仕事をただ名前

を変えて、理事という形で置いとるにすぎないと、

私はそう判断をしとるんですが、そういうような

あり方で果たしてこれまで助役を２人置く必要が

ないんじゃないか、このような財政難の中でとい

う議論にこたえるものではない、むしろ逆なです

るようなあり方のように私は思うんで、その辺の

委員会での議論は、そういうレベルでの議論をさ

れたのかどうか。

当然、この収入役というのは、本会議でも議論



があったように、公正を確保するという大変大事

な、公という中では効率だけを追求するというこ

とはあってはならない。いわゆる公正という、大

事な税金を預かっとるわけですから、公正という

ことは欠くことのできない要件なんですね。その

ためにわざわざ収入役というポジションを置いて

おると。いわゆる執行する側からいえばある意味

で煙たい、そういう存在なんですね。それを執行

する側の助役が担うというのは、趣旨からいって

も私は大変問題だと思うんで、その辺に踏み込ん

だ議論があったのかどうかを報告いただきたいと

思います。

それから、女性の雇用についても議論があった

ということですが、これから出てくるでしょうと

いうような行政の答弁があったで終わっとるんで

すが、出てくるでしょうではなしに、やはり積極

的に女性の管理職登用に意識を持って育てて、何

年以内には女性の管理職を何％にするんだという

ぐらいの答弁は、恐らく引き出されておったんじ

ゃないかなと思うのですが、その辺の議論はどう

であったのかということを御報告いただきたいと

思います。

それから、次に報告のございました民事の和解

の問題での議論ですが、これも本会議でもかなり

答弁されておりましたが、何か申し入れはあった

んだけども、確認できてなかったという、このよ

うな答弁を委員会としてどのように追及されたの

か。

引き継ぎがされておらなかったとか、市民から

いうたら全く怒り心頭に来るような行政の対応で

すね。申し入れを受け取ったけども、引き継ぎは

してない、本会議ではそういう申し入れがあった

ような答弁が全くなされないという、そういう行

政運営のあり方というようなことはとても信じら

れないんですが、その辺の突っ込んだ議論はあっ

たのかどうかもお聞かせいただきたいと思います。

それから、１３号の補正予算は、先ほどタイル

の問題で申し上げましたので、それはその１点に

絞っておきます。

それから、保育所の延長の問題ということで、

これは保育所の保育料金が今値上げ案が示されて

おりますけれども、大阪府の補助事業ということ

－２１７－

で配置をしとるという、そういう委員会での審議

の御答弁でした。

これは大阪府の補助事業ですので、補助事業の

基準というものにきちっとみなしてやっとるはず

なんですが、大阪府は補助を出しておりながら、

泉南市は補助どおりやってないというように、報

告から見るとそう受け取ったんですが、そういう

ことでないのかどうかですね。そこもお願いをし

たい。

それから、互助会についての報告もございまし

た。これも３％下がっているとか、半分に下がっ

ているというものが報告されたんで、一体どれだ

けの額が３％なのか、どれだけの額に対する３％

なのか。それから、どれだけの額の半分なのかと

いうのが全くこれは報告がないんで、我々これ判

断しようがないんですね。そこらも恐らくそら委

員会重視の中でちゃんとした議論がなされたと思

うので、その辺の報告もぜひお願いをしたいと思

います。

それから、子育てで歳児引き上げによって市の

負担が減ったから、それでかわりの事業が考えら

れていると。しかし、これ全部すべて検討します

と、これから検討するという、これからするとい

うような報告に受け取ったんですが、この中でこ

の歳児引き上げによって市の負担が少なくなった

分について、もう実施している事業というのは一

体何なのかと。ちょっと私メモしておったんです

が、それもなかったので、きちっと御報告をいた

だきたいと思います。

それから、商工会の問題で、影響調査は時期を

協議するということですね。これは時期を協議す

るというのは、本会議でも答弁ありましたから、

どれぐらいたって調査をしたら効果があるのかと、

恐らく行政はわかって答弁しとると思うんですね。

そうすると、イオンが開店したのが１１月１２

日ですね。そしたら、半年したらわかるという統

計があるんであれば、別に協議せんでも半年後に

しますという答弁を恐らく部長はしておるんじゃ

ないかなと思いますので、その辺をもう少し我々

が判断できる答弁をいただきたい。

○議長（真砂 満君） 堀口議員。

○総務文教常任委員長（堀口武視君） ただいまの



小山議員の委員長報告に対する御質問にお答えを

申し上げます。

あいぴあの補修費の問題でございますけれども、

これは本委員会の中で一切議論はされておりませ

ん。

それから、収入役の問題でございますけども、

これも本会議の中でも小山議員の質疑がございま

したように、本市が抱える課題の解決とか、いろ

いろ特命事項とか、そういうものの調整に理事を

当たらす、こういう答弁でございましたので、そ

れ以上の質疑はございませんでした。

女性登用につきましては、委員長報告の中にも

申し上げましたように、今でもやっておると。今

後もその職務などいろんなことを検討しながら登

用していくと、こういうことでございました。

民事和解の申し入れの件でございますけれども、

民事和解に至るまでいろんな申し入れがあったこ

とは事実で、その事務引き継ぎができてなかった、

こういうことについては、教育委員会が今後反省

をしながら、このようなことのないようにしてい

くと、こういうことでございました。

それから、いろいろたくさんございましたので、

抜けてたらまた言っていただきたいと思うんです

けども、互助会の３％については、委員長が報告

さしていただいたとおりの質疑しかございません

でしたので、その辺よろしくお願いを申し上げま

す。

子育て支援の問題でございますけれども、今何

をやっているかということでございます。子育て

支援センターをやってると。それ以外、今後、来

年度からファミリーサポートセンター事業とか、

育児訪問指導事業、母子就労支援事業、そしてコ

ミュニティ・ソーシャルワーカーの設置などを検

討していくと、こういう報告でございました。

それから、イオンの問題でございますけれども、

一時的な影響がまだ判断できてないので、できた

ら半年ぐらい後に調査をすると、こういう答弁で

ございました。

以上でございます。

○議長（真砂 満君） 委員長、あと保育所の延長

が１点だけ抜けてます。

○総務文教常任委員長（堀口武視君） 保育所の延

－２１８－

長については、これもこれ以上の議論がございま

せんでした。

以上です。

○議長（真砂 満君） 小山議員。

○４番（小山広明君） 抜けてるとこの御指摘をち

ょっとさしていただきたいんで、これはカウント

しないでいただきたいんですが、１つは延長はな

かったということですな。それから……

○議長（真砂 満君） 答弁は全部してるはずです

けど。チェック入れてましたんで。

○４番（小山広明君） そうですね。大変申しわけ

ございません。一応全部していただきました。

じゃ、再質問ですが、それ以上はなかったとか、

議論はなかったということが案外多いんですが、

１つは前向きというんか、突っ込んだ議論をいた

だいたのは、半年ぐらいでイオンの影響調査をす

ると、そういうことはあったということですね。

それから、私が当初質問したところは、至って

重要な部分だと私は思っとるんで、こういうこと

が余り突っ込んで委員会で議論されなかったとい

う、私もちょっと委員会が重なっておりましたん

で傍聴が十分できなかったんですが、やはり委員

会重視でございますから、本会議議論よりももっ

と突っ込んだ専門的な議論をされるというように

期待をしての委員会重視というように私は受け取

っとるんですね。

今、報告を受けたんでは、全くそういう質疑は

なかったとかいうような報告では、私ども重視で

あればほかの議員も関心を持つわけですから、委

員会が重複しないようにするということをやって

おる、そういう自治体も多いわけですね。それか

ら、委員以外の議員も委員会では発言ができると

いうことをしておる……

○議長（真砂 満君） 小山議員に改めて申し上げ

ます。できましたら委員長の報告に対しての質疑

に限ってよろしくお願いします。御意見等につい

ては、討論でよろしくお願いしたいと思います。

○４番（小山広明君） 委員長が答弁されたことに

ついて私の質疑をしとるわけですから、関係はな

いと思うんですが、討論の場でも申し上げさして

いただきますけども、やはり委員会重視というこ

とであれば、委員長もリードをされて、十分専門



的な部分で議論をされて、できれば議事録を我々

にもちゃんと示し――私ずっと今メモしてやった

んで、やっぱりそういうものをいただいた上で、

我々改めて当該の委員でない議員が市民のために

きちっと議論するという、そういうことがなされ

ないと、少ない人数で短時間に議論をして、それ

が決定していくということは、やはり私は余りよ

くないと思いますので、ぜひ委員会のあり方につ

いても……

〔北出寧啓君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 北出議員。

○１９番（北出寧啓君） 先ほどから議会運営等に

かかわる、委員会運営等にかかわる発言でござい

まして、委員長に対する質疑は全くございません

ので、この辺は議長の方でよろしく整理をお願い

いたします。

○議長（真砂 満君） 議長の方で何度も言ってる

つもりでございますけれども、質問者に対して改

めて再度申し上げます。ただいまは委員長報告に

対しての質疑でございますので、委員長の報告に

対しての質疑を簡略にお願いをいたします。御意

見に対しましては、後で討論の場を設けておりま

すので、討論でしていただきたいというふうに思

います。小山議員。

○４番（小山広明君） 僕は、ほかの議員が外へ出

たといってもそんなクレームつけたことない。や

っぱり議会というのは議論する場ですから、政治

家として。その人の思いでこの議案に対してやっ

とるわけですから、やっぱり議員の質疑を狭める

ようなあり方というのは問題だということを申し

上げまして、終わっておきます。

〔堀口武視君「よろしいですか、ちょっと答弁

さしていただきたいんですけど」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 今の答弁ですか。――――

堀口委員長。

○総務文教常任委員長（堀口武視君） ただいまの

小山議員の質問の中で、僕は大変、総務文教常任

委員会に対する委員長としての侮辱だと。個々に

議員は各意見を持ってるでしょうけども、委員会

の中で議論されてなかったことをあなたからそう

いう指摘をされることについては、大変私は委員

長として憤慨に思います。だから、その辺私は小

－２１９－

山議員に、委員会に対する冒涜であると謝罪を求

めます。

以上です。

○議長（真砂 満君） 暫時休憩いたします。

午前１１時０９分 休憩

午後１１時３０分 再開

○議長（真砂 満君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

先ほどの堀口議員の発言を受けて、小山議員よ

り発言を求めておりますので、これを許可いたし

ます。小山議員。

○４番（小山広明君） 冒頭におわびを申し上げた

いと思います。といいますのは、堀口委員長の方

から、こういう発言は侮辱だと言われましたので、

私にとってはこういうということが不明確という

ことで、先ほど協議をさしていただきました。

堀口委員長においては、委員会そのものを侮辱

した発言だと受け取ったということなんで、そう

いう趣旨で私は申し上げたのではなしに、当然議

員、議員によっては、その関心度に違いがあるこ

とは私も認めるわけなんですけども、私の関心と

しては、このタイルはがれ問題というのは１つ例

に出しますと大変関心のあったことなので、こう

いうことがより専門的な、より議論を深める委員

会の場でもしなされないのであれば、委員会重視

ということもやはり考え直さなければならないの

じゃないか、また委員会の議論のあり方、また委

員会の開催時間も重ならないようにとか、そうい

うことも必要ではないかという趣旨で申し上げた

わけですが、そのことが委員会を侮辱したという

ことに受け取られたということは、私の説明不足

というか、説明足らずであったということで、深

くおわびをして、この部分における、こういうこ

とが誤解される分における削除を議長の方にお願

いをしまして、おわびとさしていただきたいと思

います。

○議長（真砂 満君） 改めて議員各位に申し上げ

ます。質疑等につきましては、できる限り簡略的

にお願いを申し上げます。また、御意見等につい

ては討論の方でお願いをしたいというふうに申し

上げますので、よろしくお願いします。

ほかに。



〔北出寧啓君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 北出議員。

○１９番（北出寧啓君） 私、最初、先ほど指摘さ

していただきまして、堀口議員に対する個人批判

に類すること、これは非常にゆゆしき問題である。

地方自治法１３２条に、「普通地方公共団体の議

会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の

言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論を

してはならない。」というふうに記載されており

ます。

こういう個人的な問題を本会議で云々されるこ

とは非常にゆゆしき問題であり、我々の議員活動

を侵害するものであると思います。これは一定懲

罰に値すると私は考えます。議長に対しては、御

配慮、御判断いただくようによろしくお願いいた

します。

○議長（真砂 満君） ただいま御指摘をいただき

ました地方自治法第１３２条、品位の保持の部分

だというふうに思います。その部分については、

本会議場または委員会においては、議員は無礼の

言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論

をしてはならないというふうに明記をされており

ます。

そういった意味では、先ほどの北出議員の指摘

部分につきましては、委員長報告に直接的に関係

ないたばこの問題を指しているのだろうというふ

うに解釈をいたしております。そういった意味で

は、少なからずとも私生活の部分に係る可能性は

ないとは言えないというふうに思います。しかし、

一方で公共施設の部分でのたばこの喫煙について

の御指摘だったというふうに理解をしてるところ

でございます。

ただ、小山議員におかれましては、議長の方か

らも注意をさしていただいておりますけれども、

今、本会議で上程されております委員長報告に対

する部分と関係ない部分での発言でございますの

で、その辺については改めて注意を申し上げたい

というふうに思いますし、それぞれの議員におか

れましては、この明記されております１３２条の

条文の趣旨に十分御留意をしていただいて、発言

には注意をしていただきたいというふうに考えま

す。北出議員、よろしいでしょうか。巴里議員。

－２２０－

○１８番（巴里英一君） 余り議事進行を乱発する

のは決していい議会の方向ではないと思うんです

が、ただいま議長に北出議員の発言は、小山氏の

言動云々に対する懲罰を議長として判断いただい

たらどうかということなんで、そのことに対して

の否か可かを議長は答えればいいというふうに私

は思ってます。

○議長（真砂 満君） 再度の御指摘でございます。

議長としては、今回に限って再度注意をしたいと

いうふうに考えております。これが繰り返しされ

るようでありましたら、北出議員がおっしゃる趣

旨に沿って対処をしたいというふうに考えます。

議事を進めます。（巴里英一君「ちょっと訂正

します」と呼ぶ）巴里議員。

○１８番（巴里英一君） いやいや、私、懲罰せえ

て何も言うてないですよ。趣旨にと言われると、

それと同意語になるんで、その点訂正をお願いい

たします。

○議長（真砂 満君） 大変失礼いたしました。巴

里議員が懲罰をせよと言った趣旨等につきまして

は、訂正さしていただきたいと思います。

改めて申し上げます。今回の部分については、

小山議員に注意を喚起をしたいというふうに思い

ます。なお、それぞれの議員につきましては、先

ほども申し上げましたように、１３２条の部分の

趣旨に沿って本会議場または委員会での発言につ

いては、御留意をいただきたいというふうに考え

ます。

ほかに質疑はございますか。――――以上で委

員長の報告に対する質疑を終結いたします。

これより一括して討論を行います。討論はあり

ませんか。――――成田議員。

○１６番（成田政彦君） 日本共産党泉南市会議員

団を代表し、３号と１３号に対する反対討論を行

います。

まず、３号に対してです。

今、政府が進める増税は、２００５年予算案で

も所得税の定率減税半減など市民の収入は年々減

り続けている。今回のような老齢者特別控除の廃

止は、既に政府が進めている年金、保険料の値上

げ、年金課税強化などますます高齢者に痛みを押

しつけるものであり、反対します。



議案１３号に対する討論を行います。

元水道職員の退職金を水道企業会計より繰り入

れる問題については、泉州の各市町村においても、

すべての市町村がやってるわけではありません。

このようなやり方は水道料金にはね上がり、市民

に対する負担を一層進めるものであり、反対する

ものであります。

以上です。

○議長（真砂 満君） ほかに。――――小山議員。

○４番（小山広明君） それでは、反対討論をいた

しますのは、第６号の収入役の事務を助役にとい

うものと、１２号の民事調停成立についてと、そ

れから２００４年度一般会計補正予算（７号）に

ついて反対の討論をさしていただきたいと思いま

す。

収入役の事務を助役に兼ねさせるということは、

自治法の趣旨からいっても、唯一三役の中で立場

を異にして行政全体をある意味でチェックをする

という、そういう立場、いわゆる公の事務に対す

る公正を期するという、そういうことの中で置か

れておる立場であると私は理解をいたします。

しかし、小さな自治体になりますとなかなか経

費もということで、この収入役を置かなくてもい

いということの趣旨は理解をできるわけでありま

すけれども、そうであるならば、助役が実質的に

は私は２人を置いておるというように理解しとる

んですが、その２人を１人という立場にすること

が先決であろうと、そのように思います。

市長の至って政治理念に関することでこのよう

な三役人事の提案がなされておるわけであります

けれども、やはり今日の財政破綻に陥った泉南市

のあり方を反省するならば、俗に言うそれ行けど

んどん市政と言っても私はいいのではないでしょ

うか。

やはり待ったと、もう少し財政のことを考えて

という、そういういわゆる金庫番という者の重要

性は、収入がほとんど期待できない今日において

は、よりこれまで以上に重要性が増してきたんだ

ろうと思います。

そういう時代状況も考えますと、私は、収入役

という立場はこれまで以上に強化をして、思い切

って助役そのものをすべて廃止をして、市長自身

－２２１－

が行政のベテランとして、推進役としての市政運

営をすべきだ、そのように思うことで、この助役

に収入役を兼務させるということには反対をいた

しますので、議員各位の御賛同をよろしくお願い

を申し上げます。（発言する者あり）

続いて、議案第１２号……何か間違ったこと言

いましたか。

○議長（真砂 満君） 討論続けてください。

○４番（小山広明君） 間違ったら後で指摘いただ

きたいと思うんですが、議案第１２号の民事調停

については、市民からの申し立てが引き継ぎでな

されておらなかったということは、市政に対する、

市民に対する姿勢が欠けておったと言わざるを得

ません。こういう市政のあり方では、市民の声と

いうのはどのように行政の中で扱われるのか、全

く不安でしかありません。

このことは小さな問題ではありません。やはり

市民の声をいいかげんに聞いておったとそしられ

ても仕方がない事件ではないでしょうか。私は、

そういう点でこの問題は、重要な市民と行政のあ

り方を問う事件としてとらえなければならないと

思います。

そして、このことによって市全体の姿勢をもう

一度洗い直し、改めて市民の前に真摯に、市民の

皆さんの汗と結晶によって、行政や、また議会は

成り立っておるということを肝に銘じてしていく

という、私はこういう教訓にしなければならない

問題だと思います。

そして、この和解のあり方についても、果たし

て施設が本来使うべきものを前提として、その限

りにおいて社会的に広く使っていただくという、

そういうことが確立されておらないように思いま

す。それは小学校としての設備基準がないという

答弁にもあらわれているように、その場限りの力

関係で、そういう公共施設を使ってきた結果が今

日の結果だろうと思います。

市民全体における公共施設や供給施設の対応に

ついては、もっとグローバルな広い範囲から抜本

的な対応をしていきませんと、結局はこういう子

供たちの施設にしわ寄せがいっておるということ

にあるわけでありますから、やはり抜本的な障害

を通した市民の活動の場を責任を持って行政はつ



くっていくことこそ、この事件から学び、抜本的

な対応をすべきだということで反対をさしていた

だきたいと思います。

最後に、議案第１３号でございますが、これは

議論でもございましたように、行政というのは多

くの税金を使って公共事業を行っております。当

然、事業にはミスもあり、瑕疵もあり、いろんな

問題があることは工事の性格上仕方ないでしょう。

しかし、なった後に何の調査もせずに、ただ補

修をしていくというあり方は、そのような失敗や

経験が将来に生きてこないのではないでしょうか。

私は、早急に行政の中で専門的に調査をして、ど

こにその原因があったのかを明らかにして、次な

る事業に反映をしていくという、こういうプロセ

スがなければ、私は公共事業は業者にとっては大

変おいしい。２年さえ過ぎれば、どれだけ業者に

責任があるとしても責任が問われない、こんなこ

とは民間ではあり得ません。

私は、恐らくこのことは、大手の建設業者２社

がやったわけでありますが、社の名誉にかけても、

このような外構工事、本来であれば建物の耐用年

数と同じようにもたなければならないこういう構

造物が、わずか７年ほどで雨ではがれ落ちるとい

うようなことを知らされれば、早急に直しただろ

うと思います。

そういう信頼のある、その建物がある限り責任

を持つ、そういう業者を選定したはずであります

から、私はここに予算を上げるまでに、業者とど

のような交渉をしたのかも全く報告されないまま、

この２７万円の修繕費をこの議会で認めるという

ことは、議会が共同責任を持つということで、こ

の１点においてもこの補正予算には反対をせざる

を得ません。

また、この補正予算はほとんどが１０人の早期

退職者の退職金に充てられております。私は、働

く者が働いたときから恐らく定年まで仕事をする

ことを覚悟して就職したわけであります。当然、

民間ではやられております退職引当金というもの

をきちっと積み立てておかなければ、このまま勤

めておったら退職金ももらえないのではないか、

そういう不安を職員に与えてしまい、仕事への意

気込みがなえてしまうのではないでしょうか。私

－２２２－

は前々から退職金の引当金はきちっと積み立てて

おくべきだということを言っております。

このようなことも今日に至ってもなおせずに、

補正予算のほとんどを、１０人のしかも早期退職

者のために補正予算を組まなければならないとい

う、こういう現実を議会としては私は認められな

い。

そういうことで、最後の一般会計の補正予算に

も反対をしますので、議員におかれましては、そ

の一挙一動が市民に対する責任であることは言う

も及ばず、これからの市政再建、健全化への今日

この後の結果が私は示すだろうということで、慎

重なる判断を心からお願いを申し上げます。

○議長（真砂 満君） ほかにございませんか。―

―――以上で本８件に対する討論を終結いたしま

す。

これより議案第３号を採決いたします。本件に

対する委員長の報告は、原案可決であります。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議案第３号は、原案どおり可とすることに決し

ました。

次に、議案第６号を採決いたします。本件に対

する委員長の報告は、原案可決であります。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議案第６号は、原案どおり可とすることに決し

ました。

次に、議案第１２号を採決いたします。本件に

対する委員長の報告は、原案可決であります。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議案第１２号は、原案どおり可とすることに決



しました。

次に、議案第１３号を採決いたします。本件に

対する委員長の報告は、原案可決であります。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議案第１３号は、原案どおり可とすることに決

しました。

次に、ただいま採決いたしました４件を除く他

の議案４件について、これより一括して採決いた

します。

本４件に対する委員長の報告は、いずれも原案

可決であります。

お諮りいたします。本４件につきましては、い

ずれも委員長の報告のとおり原案を可とすること

に決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（真砂 満君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、順次採決いたします。

議案第７号を採決いたします。本件に対する委

員長の報告は、原案可決であります。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議案第７号は、原案どおり可とすることに決し

ました。

次に、議案第８号を採決いたします。本件に対

する委員長の報告は、原案可決であります。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議案第８号は、原案どおり可とすることに決し

ました。

次に、議案第９号を採決いたします。本件に対

する委員長の報告は、原案可決であります。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

－２２３－

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議案第９号は、原案どおり可とすることに決し

ました。

次に、議案第１０号を採決いたします。本件に

対する委員長の報告は、原案可決であります。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議案第１０号は、原案どおり可とすることに決

しました。

１時まで休憩いたします。

午前１１時５５分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（真砂 満君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第１０、議案第５号 泉南市きれい

なまちづくり条例の制定についてから日程第１１、

議案第１４号 平成１６年度大阪府泉南市国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）までの以

上２件を一括議題といたします。

〔堀口武視君「議長、議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 堀口議員。

○２０番（堀口武視君） 午前中、私の総務文教常

任委員会の委員長報告をさしていただいたわけで

ございますけれども、余り議案にかかわらなかっ

たことでございますので、報告の中身には入れて

ませんでしたけれども、実は委員会の中で真砂議

長の方から、保育所に関してある議員が問題行動

を起こしたという発言がございました。

私の方から担当原課の方に、どういう状況だっ

たのかという報告を上げるよう要請をしておきま

した。先ほどその答えが上がってまいりましたけ

れども、少し読ましていただきますと、浜保育所

で１２月の６日８時２０分ごろ、事務室に許可を

得ず入室したが、所長、主任等が議員ということ

を確認し、事務机にビラ配布、送迎時間帯である

ため、所長等の職員が保護者や児童の対応に追わ



れている間に、ビラを手に持って２階保育室に上

がった。事後に所長が確認と。

２階の通路で保育士が何をされてるんですか、

勝手に保育室に来られては困りますと制止したが、

それには答えず、逆に何という名前やと、何度も

当該保育士の名前を聞かれたので答えた。そのま

ま議員は何も言わずに立ち去ったと、こういう報

告をいただいております。

これは今、子供のいろんな危険な事態が発生し

ておりますし、私は保育所として、あるいは議員

として、このことがよかったのかどうか。この報

告を受けた以上、僕は議長の方にこの処理をお願

いをしたい、このように思います。

○議長（真砂 満君） 今、堀口議員の方から指摘

をされました報告書について、総務委員の方には

お配りをしてるというふうには理解をいたしてお

りますけれども、今、事務局の方に全議員に配る

ように指示をいたしましたので、その場で休憩を

していただきたいと思います。お待ちください。

午後１時４分 休憩

午後１時９分 再開

○議長（真砂 満君） 休憩前に引き続き会議を再

開いたします。

ただいま資料を各議員の方にお配りをいたしま

した。このビラの内容につきまして、まず事実確

認をこのペーパーをまとめた健康福祉部の方から

報告を求めます。

〔成田政彦君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 成田議員。

○１６番（成田政彦君） 今、堀口議員がこういう

資料を配ったということは僕はいいんですけど、

そのことについて議長が取り上げて理事者が答え

るのは、これはおかしいと思うわ。これはただ配

ったということだけであって、この取り扱いをど

うするかというのは、今、当局から議案も提案さ

れとるし、それが終わってからこの問題をやるな

らわかりますよ。しかし、今現実に議案が提案さ

れとるんですから、それを優先すべきやと思いま

すわ。

これを配ったということは、僕はそれでいいで

すよ。しかし、そのことについてここで答えよと

か、そういうことはちょっとおかしいと思います
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わ。議長の判断で、これは議会が終わった後に閉

会中にやるとか、そういうふうに判断してもらっ

て。

○議長（真砂 満君） 堀口議員。

○２０番（堀口武視君） こういう報告を受けて、

私は事実こういうことがあったのかどうか、確認

をしていただきたいのと、それからこのことは、

例えば保育所に無断で許可を得ずに入ってるんで

すけれども、このことが問題にならないのか、あ

るいはまた配られたビラはどういうビラを配られ

たのか、この辺はちゃんと議長がどの時期であろ

うと精査をしていただきたい、こういうことでご

ざいますので、ひとつ議長の御判断を仰ぎたいと

思います。

〔小山広明君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 小山議員。

○４番（小山広明君） 突然このビラが配られとる

んですが、だれがどう調査してどうしたのか、全

く何にもないビラなんですね、単なるメモ。だれ

の責任で出しとるんかわかりません。総務委員会

で確かに議員が保育所で問題を起こした、この発

言が出たんですよね。

委員長がそれはだれやと言ったら小山議員だと、

こういう発言があったんですよ。議員が問題を起

こした、これは言葉を２つつなげたら、小山議員

が問題を起こした、こういうことになるんですね。

それはちゃんと調査をして、じゃ問題になるかど

うだとかきちっとしてやらないと、こんなもんビ

ラだけ出して、小山議員だってちゃんとした正式

な委員会に出とるんですよ。私に何の問い合わせ

も何もないですよ、これ。

孫を送っていったときに入ってきたとか、これ

なんですか、これ。あのときに問題にされたのは

浜保育所の問題でしょう。それ以外出てませんよ。

それで外でビラ配ったとか、こんなん全部明らか

にして、何の責任もないビラですよ、これ。

○議長（真砂 満君） ビラじゃないですわ。

○４番（小山広明君） ビラには何にもないでしょ

う。それで、この前には小山議員だって真砂議員

が言っとるんだ、公の場で。委員長はだれだっと

言うて。初め真砂議員は、ある議員がと言ってお

ったんだけどね。そんなことで本会議場でこうい



う事実を出せというのは、どういう権限で出せと

言ったのか、何をしようとしとるのか、出したビ

ラは一体何なのか、明らかにしてくださいよ。も

う既に小山議員というのは出とるんだから、あっ

ちからだれやととぼけたようなこと言っとったけ

どね、わかっとるんだから。

僕はすぐにこのことは、自分の事実経過はホー

ムページにもちゃんと書いてますよ。それがうそ

であったらちゃんとやってくださったらいいんで

すから。（東 重弘君「だから調べろと言うてる

んやから」と呼ぶ）だから、調べるんでもそうい

う何かきちっとした事件なり、問題がきちっとあ

るということを指摘して、それはどういうことに

触れるんだ、ちゃんとしてやるべきですよ。

ただ問題があるからって、全部あなた方の行動

をおれ出せといったら出すよ、これ。あなた方が

いろんな公共施設に行っとることを全部出すんや

な、それやったら。そんなもんどうなるんですか、

こんなことになってきたら。何を考えとるんです

か、これ。

○議長（真砂 満君） それでは、ただいまお配り

をいたしました報告書について、事実確認を含め

まして報告をまず求めます。

大変申しわけございません。私の不手際で大変

時間をとらせましたことをまず冒頭おわびを申し

上げます。

ただいま堀口議員の方から提起を受けました問

題につきましては、本会議終了後に代表者会議を

開かしていただき、そこで事実の確認も含めまし

て協議をさしていただきたいというふうに考えま

す。ただいま成田議員の方からも御指摘がありま

したように、議案上程中でありますから、そのこ

とをまず先議をしたいというふうに思います。御

理解を賜りたいと思います。よろしいでしょうか。

――――小山議員。

○４番（小山広明君） ここまで事実が明らかにな

って、このことを処理しなかったら進めませんよ、

ある意味で。そうでしょう、もう明らかになって

しまっとるんだから。私、自分の名前も言いまし

たし、これは委員会で出たから言うとるんですよ。

それが本会議でちゃんと提起されて、しかも本

会議という場でこういう書類が出たと。ちゃんと

－２２５－

これの結論をつけて次に進まなかったら、僕にと

っては困りますよ、それは。（発言する者あり）

意見じゃないやないか。問題にした方がちゃんと

せな。

○議長（真砂 満君） 小山議員に申し上げます。

この問題について、中途半端に処理するつもりは

ございません。本会議終了後に直ちに代表者会議

の中で協議をさしていただきたいというふうに思

います。よろしいでしょうか。

それでは、再開をいたします。

ただいま一括上程いたしました議案２件に関し、

委員長の報告を求めます。厚生消防常任委員会委

員長 北出寧啓議員。北出委員長。

○厚生消防常任委員長（北出寧啓君） ただいま議

長より報告の旨の指名を受けましたので、これよ

り過日の本会議において付託を受けました議案第

５号 泉南市きれいなまちづくり条例の制定につ

いて及び議案第１４号 平成１６年度大阪府泉南

市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

の２件につきまして、その審査の概要並びに結果

について御報告を申し上げます。

なお、審査結果につきましては、本日皆様方の

お手元に御配付しております本常任委員会審査報

告書のとおりでございますので、御参照いただき

たいと存じます。

さて、本常任委員会は、去る１２月１７日、委

員並びに関係理事者の出席のもとに開催し、慎重

に審議を行いました。それでは、委員会における

審査の概要及び結果について順次御報告を申し上

げます。

まず初めに、議案第５号 泉南市きれいなまち

づくり条例の制定についてから御報告申し上げま

す。

今回の提案は、市、市民等、事業者、空き地所

有者等の責務を明確にすることにより、空き缶、

たばこの吸い殻等のごみの散乱や空き地の放置な

どによる生活環境及びまちの美観の阻害を防止し、

地域の人々や泉南市を訪れた人々にとって、美し

い魅力のあるまちづくりを推進するためという趣

旨の提案であり、この意を受けて本条例案の審査

を行いました。

まず、この条例を出すに当たっては、議会議論



を含めて、議会でこの条例案を修正していくべき

だと思うがどうかとの問いに、時代の変化ととも

に、条例の改廃をしなければいけないことも当然

あり得るので、行政と議会の関係については、そ

れぞれの権能があることから、その中でおのおの

対応していくことが元来の姿であり、今回本条例

を提案していることは、最良の案として提案して

おるものであり、審議の上、議会として御判断し

ていただきたいとのことでした。

次に、本条第１０条に、何人も屋外広告物の掲

出に当たっては、屋外広告物法及び大阪府屋外広

告物条例を遵守しとあるが、その内容を示せとの

問いに、屋外広告物法並びに府の条例の考え方に

ついては、広告物そのものがだめだということで

はなく、例えば道路上のさくであるとか、橋、ト

ンネル、街路樹等の禁止区域に張ったものについ

ては、泉南市において除却できるとしたもので、

大阪府屋外広告物の除却の特例第２６条の中に事

務移譲として具体の市の名前を挙げており、泉南

市は大阪府屋外広告物法に基づく権限の移譲を受

けて、違法な広告物の除却については泉南市が行

っているが、罰則となると移譲されていないこと

から、大阪府が行っているとのことでした。

次に、現行の空き地管理条例には、行政代執行

による罰則規定があるが、本条例にはなぜないの

かとの問いに、過去２０年間代執行まで至った事

例がなく、その背景を配慮して今回罰則を氏名公

表という形にしたものであり、またこの条例の制

定に当たっては、昨年の１２月から数回にわたり

御提示させていただき、提案に至ったものである

とのことでした。

次に、第１２条の氏名の公表に当たっては、そ

の前段で検討委員会で協議すると聞くが、その内

容を示せとの問いに、検討委員会の設置について

は、この条例が可決された後に設置したいと考え

ており、その内容としては、処分をする判断基準

や公表をどのような形でするのがよいのか、また

勧告をどのようなときにするか等、客観的に判断

していただき、対応に努めていくつもりであると

のことでした。

次に、たばこの自販機設置を規制する考えはな

かったのかとの問いに、最近の社会情勢を語る中

－２２６－

で、特に禁煙問題については理解しているが、今

回の条例は美化ということで、モラルに訴える部

分が多く、たばこの自販機と特定はせず、各種の

自販機設置者に対しては、これを適正に管理しな

ければならないと表記したとのことでした。

次に、本条第２条のごみの位置づけとして、そ

の中に犬のふんも表記すべきであるとの意見に、

この条例については宣言条例であり、きれいなま

ちづくり条例という観点からこのように表現した

とのことでした。

次に、この条例が制定されるとどのように啓発

活動をされるのかとの問いに、まず広報誌で条例

の紹介をし、そして市内清掃の拡大を図るととも

に、屋外広告物の除却については、市が大阪府か

ら移譲を受けている権限を市民の方々に委託して、

地元住民が自主的にまちをきれいにするというよ

うな取り組みを今まで以上に行っていきたいとの

ことでした。

以上で質疑を終結し、続いて討論、採決に入り

ました。

まず、討論の中で、ごみの定義の中に動物のふ

んを表記し、また第９条に空き地管理の中に罰則

として行政代執行を表記し、一部修正すべきとの

意見がありました。

片や、この条例案については、昨年の１２月に

議会に対して提案されて以来、いろいろと議論を

してきており、否定はするものではないが、まだ

検討協議を要すると思うものであり、継続審査に

すべきとの討論がありました。

かくして採決の結果、賛成多数でもって閉会中

の継続審査に付することに決しました。

次に、議案第１４号 平成１６年度大阪府泉南

市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について御報告を申し上げます。

質疑の中で、まず繰入金のうち、一般会計から

の繰入金の内容を示せとの問いに、これについて

は一般減免分と保健施設事業分であるとのことで

した。

これに対し、市民の命と健康を守るという点で、

減免制度の充実、予防対策の面で、今後も一般会

計から国保会計への繰り入れを行っていくのかと

の問いに、一般会計からの繰り入れをふやすと、



御指摘の点は充実すると考えられるが、一般会計

も赤字で大変厳しい状況にあり、国保会計の繰り

入れについては、現段階では難しい状況にあると

考えており、現在一般会計については、財政の立

て直しということで、健全化をこの数年について

集中してやらなければ、そういう余裕も出てこな

いのではないかと考えているが、一方で、確かに

国保会計に対する援助というのも重要なものであ

ると認識をしており、また予防対策についても、

保健センターの事業等について、充実した事業を

これからも展開していかなければならないと考え

ているとのことでした。

次に、職員の給与にかかわって今回かなりの超

勤手当の補正があり、非常に担当課が忙しいとい

う状況にあって、滞納問題等の処理にも苦慮され

ているという現状の中で、職員の健康状態等を考

えた中で、この状況をどのように改善されるのか、

市の考え方を示せとの問いに、担当課については、

滞納問題等いろんな問題を抱えながら実務に取り

組んでおり、現体制で仕事をこなしているわけで

あるが、その中で今回超勤手当についても増額し

ており、また人員配置の問題については、財政当

局とも協議をしているが、全体的に退職不補充と

いう制約があり、健康問題からすればできるだけ

超過勤務は抑えていかなければいけないが、今の

現体制で効率よく業務ができるよう検討した中で、

今後とも事務を執行していきたいと考えていると

のことでした。

ただ、現況では退職不補充ということで、非常

に厳しい職員の中で、十分に精査した中で効率よ

く人員配置には努めていきたいと考えており、ま

た今後については、人事異動の時期に十分に議論

をした中で、人員配置がどうあるべきかというこ

とについて十分に精査をしていきたいと考えてい

るとのことでした。

これに関連して、仕事量の多いところについて

は、仕事量を把握した上での人員配置や、夜間に

働くのであれば昼間休ませるといった柔軟な体制

をとることで、その課の職員が過度に働かないで

済むようにするのは市の責任であると考えるが、

その点についての市の見解を示せとの問いに、仕

事量を明確に分析して作業を行うということは、

－２２７－

今の業務体系の中で非常に難しい状況にあり、御

指摘の点については、毎年人員についてのヒアリ

ングを行っており、年間の仕事量等を加味した中

で人員配置をしているところであり、年度の途中

で何かある場合は、人事課の方に相談があれば、

対応できるものは対応するという形で進めていき

たいと考えているとのことでした。

これに対し、過去の決算の実績から仕事量を把

握し、その中で各職員の仕事の配分決定を行った

り、職員が過度に働かなくて済むような柔軟な体

制がとれるように法律を改正すべきであるとの意

見がありました。

以上が質疑の主な概要であります。

続いて討論、採決に入りましたが、討論の中で、

まず今回この補正予算が提出されているが、これ

を提出する前にもっと議会の中で議論した中で、

よりよい形にしたものを行政が執行していくとい

うことが本来の姿であるが、この議案については

そういう形が行われないで提出された議案であり、

反対であるとの討論があり、また一方では、超過

勤務が当初より相当ふえている中で、その実態に

ついては説明からよく理解でき、また労使間の協

議や労働基準法、条例等を踏まえた範囲内である

と思われるが、人員増の問題や勤務体制の弾力化

も含めた検討をする時期に来ており、これだけの

超勤手当の補正を組まないで済むように、人事当

局を含めて十分な人員措置をしていくべきである

という意見を付して賛成であるとの討論があり、

採決の結果、賛成多数でもって原案どおり可決す

ることに決しました。

以上、甚だ簡単でございますが、本常任委員会

に付託されました議案第５号及び議案第１４号に

ついての議案審査の概要並びに結果についての私

の報告とさしていただきます。

○議長（真砂 満君） ただいまの委員長の報告に

対し、質疑を行います。質疑はありませんか。―

―――東議員。

○１２番（東 重弘君） １点だけ簡単に委員長に

お聞きしたいと思います。

ただいま報告の中で、まちづくり条例について

修正すべきという意見があったとありましたが、

その修正案の内容がどんなんであったんか、ひと



つお聞きしたいと思います。

○議長（真砂 満君） 北出委員長。

○厚生消防常任委員長（北出寧啓君） お答えいた

します。

当委員会では修正案は上程されておりません。

○議長（真砂 満君） 東議員。

○１２番（東 重弘君） 発言があったということ

で案がなかったと、こういうことなんでしょうか。

そういうふうに理解したんですが、そうすると、

このある議員さんのビラに、私は修正を主張した

と、こういうことが書かれてるんですが、私が個

人的な意見だと言われりゃそれまでですが、付託

された常任委員会で議決を求められてる議員が修

正を主張するんであれば、これは修正案を出すべ

きだと、当然この案に修正するという主張をしな

ければ、私は筋が通らないと思うんですね。

これは委員長報告ですから、本来は議長、議会

全体の問題として、委員会のあり方という面から

して、議長にお聞きしたいんですが、これは委員

長報告ですから、委員長にこういうことがあって

出されないということについて、どのような考え

をお持ちなんか、その１点だけ聞きたいと思いま

す。

○議長（真砂 満君） 北出委員長。

○厚生消防常任委員長（北出寧啓君） もちろん、

付託された委員会の委員として修正という主張が

あれば、当然修正案を提出すべきでありまして、

しかし当委員会においては、委員の方から修正案

は出たことはありません。

以上でございます。

〔東 重弘議員「結構です」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） ほかにございませんか。―

―――以上で委員長の報告に対する質疑を終結い

たします。

これより一括して討論を行います。討論はあり

ませんか。――――小山議員。

○４番（小山広明君） 今、北出委員長の方から、

本当に注目をして委員長報告を聞かしていただき

ましたが、ちょっと私が疑問に思ったことがある

ので言おうと思ったんですが、当てていただけま

せんでした。

この案には、私は修正をして可決するべきだと

－２２８－

いうことを委員会の中で主張いたしました。この

ことは何ら法的には問題ないと思います。

それから、なぜこの案に私は反対をするかとい

えば、継続をしてよりよいものにするという、そ

れが継続の唯一の理由――唯一といいますか、重

要な部分であったわけでありますが、１２月から

何回もかけて市民は待ちに待ってこの条例を待っ

ておるわけですね。特に、委員の中にも発言があ

りましたが、一日も早く子供たちにこのようなわ

かりやすい、この方の言うのにはこれが特徴だと。

全国でもです・ます調で書かれた条例はないとい

うように議論の中で感じました。私、調べており

ませんが。

しかし、そういうことを考えますと、本当にこ

の条例が成立すれば、全国で初めて市民の立場に

立ったわかりやすい条例がいわゆる議会を中心と

してできたという、そういう結果が生まれたんで

はなかったかなと思います。

そして、議論の中でも、なぜそのときに修正可

決ができなかったかという一番大きな問題は、そ

ういう罰金ですね。強制力を持った罰金というも

のを入れるかどうかと、このことに議論は大変伯

仲いたしました。（堀口武視君「罰則やろ」と呼

ぶ）あ、罰則ですね。

そして、既に泉南市が持っている空き地条例に

は代執行という、いわゆる持ち主が指示に従わな

い場合には、市がかわって空き地をきれいにする

というある意味で当然の法体系を持ったものがあ

るのにもかかわらず、この後に出てくる同趣旨の

この条例が宣言法だという状況の中で、名前の公

表というある意味では代執行よりも私は重い罰則

的なものがあるにもかかわらず、この代執行とい

う文言がこの条例に入れられなかったと、その合

意ができなかったということで継続ということに

なったわけでありますが、私はこのことも入れ、

そして先ほどの委員長報告で私は少し議論と違う

報告がなされたと感じたのは、犬のふんの問題で

あります。

この犬のふんについては、２条のごみの問題で

犬のふんを入れろということについては、宣言条

例でこのようにしたという答弁があったというこ

とですね。宣言条例にしたことが、犬のふんとい



うものを入れられなかった議論ではないんです。

犬のふんを入れてくださいという委員の質問に対

して行政が何と答えたか。そういうようなことを

入れろといえば、猫のふんはどうなるのかという、

こういう反論にもならない反論をして、犬のふん

を入れろという議員の貴重な意見をつぶしたんで

すね、私から見たらそう思います。

じゃ、動物のふんでいいじゃないかというよう

に最後はまとまってきましたが、それもやはり修

正ができずに、私はこの継続は余り意味がない、

そのように思いますので、この継続という委員長

報告には反対なんです。

そして、市民から聞かれて、公表はしたが、公

表しても変わらなかったらどうするんですかとい

うときに、はたと困るような条例では、責任持っ

た市の条例とは言えない。執行者も大変困るだろ

うということで、ぜひこの後の議会の中で、修正

可決をして議会主導の中で、ぜひ人が飼う動物ふ

ん等もごみの中に入れるということも加え、そし

て勧告に従わない場合には公表するというその後

に、それでも変わらないときには代執行をすると、

これを入れたら今ここでまとまるんですね。

こういう躍動的な議会の生きた審議をしていた

だくためにも、この議案に反対をしてすぐさま動

議を出して、今出された条例を修正可決しましょ

う、そういうことを皆さんに提案をします。ちょ

っと荒っぽいかもわかりませんが、議会というの

は荒っぽいことをすることが大事だと思いますよ。

行政は法にのっとって、そのかわり市民のこと

よりも法に合っとるかどうかということが課題に

なりがちに私感じておりますんで、ぜひ議員の皆

さんに、この条例が……（発言する者あり）

○議長（真砂 満君） 討論を続けてください。

○４番（小山広明君） あっち注意してよ。あっち

が悪いんやで。

○議長（真砂 満君） 不規則発言も注意してくだ

さい。

○４番（小山広明君） そういうことで、これは本

当に今大変重要な空間、時間にあると思いますの

で、ぜひ修正をして、犬や猫のふんも対象にした、

そして最後までまちをきれいにすることに責任の

持てる完結型のきれいなまちづくり条例を可決し

－２２９－

ていただくためにも、よろしくお願いをいたしま

す。そのために継続は反対してください。

○議長（真砂 満君） ほかに。――――大森議員。

○１０番（大森和夫君） 議案第５号の泉南市きれ

いなまちづくり条例制定について、議案について

委員会でもたくさんの意見が出ました。条例の中

身や文言に不明なところがあるというのではなく、

本当に泉南市をきれいにするのにはどうしたらい

いのか、モラルについてなど本質的な議論が行わ

れました。

このようないい議論ができるのは、条例案がと

てもわかりやすいものだということが理由だと思

います。この条例は宣言的な条例で、小学生にも

わかるようにつくられたものです。そのため、罰

則的な規定は氏名の公表だけです。しかし、子供

たちが学校や家庭でこの条例について話し合いが

行われるようになって、将来きれいな泉南市をつ

くる基礎ができると思います。

日本共産党は基本的にはこの条例に賛成ですが、

委員会で出たペットのふんや空き地条例との整合

性をさらに議論を深めていけば、さらにいい条例

ができるという立場で、継続審議に賛成いたしま

した。理事者の皆さんは御苦労ですが、引き続き

委員会で議論もしてまいりますので、よろしくお

願いいたします。

続きまして、議案第１４号ですが、一般会計の

繰り入れも行い、国保税の財政的な安定化を図る

ことが大事だと思います。財政難を理由に市民に

負担を押しつけるような国保税の値上げは、市民

の健康につながらないものだと思います。

また、国保課の職員の残業が多いということで

問題になりました。職員の健康を守る上でも、市

の財政難の上でも、残業の是正に努めていただき

たいことをつけ加えまして、賛成の討論といたし

ます。

○議長（真砂 満君） ほかにございませんか。―

―――以上で本２件に対する討論を終結いたしま

す。

これより順次採決いたします。

ただいまの議案第５号に対する委員長の報告は

……

〔小山広明君「動議」と呼ぶ〕



○議長（真砂 満君） 小山議員。

○４番（小山広明君） 採決前に原案に修正をして

可決をしたい。先ほど討論でも言いましたように、

犬、猫のふんと、それから代執行という文言をつ

け加えて原案を修正して提案したいと思います。

議員の賛同をよろしくお願いしたいと思います。

○議長（真砂 満君） 小山議員に申し上げます。

口頭動議では不備でございますので、受け付けら

れない。（小山広明君「そんなことないよ。口頭

動議あかんて……。修正やからいけるやろ」と呼

ぶ）修正案をお持ちですか。修正案は今お持ちで

しょうか。（小山広明君「いや、持ってないよ。

口頭修正」と呼ぶ）（発言する者あり）ただいま

申し上げましたとおりでございますので、進めま

す。（小山広明君「みんなに聞いてくれや。賛成

やといいん違うん」と呼ぶ）

なお、委員長から本件については、会議規則第

１０３条の規定により、お手元に御配付いたして

おります閉会中の継続審査の申し出がありました。

これより議案第５号を採決いたします。本件は、

委員長の報告及び申し出書のとおり、閉会中の継

続審査に付することに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議案第５号は、閉会中の継続審査に付すことは

可とすることに決しました。

次に、議案第１４号を採決いたします。本件に

対する委員長の報告は、原案可決であります。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議案第１４号は、原案どおり可とすることに決

しました。

次に、日程第１２、議案第４号 泉南都市計画

新家駅南地区地区計画の区域内における建築物の

制限に関する条例等の一部を改正する条例の制定

についてから日程第１５、議案第１６号 平成１

６年度大阪府泉南市水道事業会計補正予算（第１

号）までの以上４件を一括議題といたします。

－２３０－

ただいま一括上程いたしました議案４件に関し、

委員長の報告を求めます。産業建設常任委員会委

員長 井原正太郎議員。井原委員長。

○産業建設常任委員長（井原正太郎君） ただいま

議長より報告の旨の指名を受けましたので、これ

より本定例会におきまして本常任委員会に付託を

受けました議案第４号 泉南都市計画新家駅南地

区地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例等の一部を改正する条例の制定について、

議案第１１号 南大阪湾岸南部流域下水道組合規

約の変更に係る協議について、議案第１５号 平

成１６年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正

予算（第１号）、議案第１６号 平成１６年度大

阪府泉南市水道事業会計補正予算（第１号）につ

いての以上４件の審査につきまして、その審査の

概要並びに結果の報告を申し上げます。

なお、審査結果につきましては、本日皆様方の

お手元に御配付いたしております審査結果報告書

のとおりでございますので、御参照いただきたい

と思います。

本常任委員会は、去る１２月１７日、委員並び

に関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を

行いました。それでは、委員会における審査の概

要及び結果について順次御報告申し上げます。

まず初めに、議案第４号 泉南都市計画新家駅

南地区地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

ての質疑の中で、今回の条例改正については、名

称の変更のみで中身の変更はないかとの問いに、

今回の改正においては、従前までは各自治体にお

いて都市計画を計画し、名称についてもそれぞれ

の自治体の名称が使われてきましたが、市街地の

広域化など複数の自治体に関係する事案等も出て

きている中、今般大阪府下を４つのブロックに割

り、本市においては南部大阪ということに近隣自

治体とも都市計画において名称を統一することに

なり、事務等の運用面においては一切の変更はな

いとのことでありました。

以上で質疑を終結し、かくして討論、採決の結

果、討論はなく、全会一致でもって原案どおり可

決することに決しました。

次に、議案第１１号 南大阪湾岸南部流域下水



道組合規約の変更に係る協議について申し上げま

す。

今回の規約の変更の内容について示せとの問い

に、これまでは規約の中のただし書きを用いて、

一定金額と受益水量に応じて決定してきましたが、

今般岬町まで下水道が延びたことにより、各自治

体の下水道の計画汚水量で決定することとし、た

だし書き部分を削除することとなったとのことで

ありました。

また、今後負担率の変更等の見直しは考えられ

るのかとの問いに、今後人口増や市街化が進めば

見直し等も考えられるが、各自治体の計画受水量

の変更等がない限り、当面この率で進めるとのこ

とでした。

次に、この負担率の算定の基礎になったものは

何かとの問いに、本市の下水道の維持に係る負担

率の５３．１９％については、各市の計画汚水量の

割合に応じて出されたものであり、本市の計画汚

水量が日量７万４００立方メートル、阪南市の場

合は４万３，６８０立方メートル、岬町の場合は１

万８，２００立方メートル、泉佐野においては南部

下水道に関係する部分が少なくて６０立方メート

ルであり、これらの計画汚水量に基づいてそれぞ

れの割合を算出したとのことでありました。

以上で質疑を終結し、かくして討論、採決の結

果、討論はなく、全会一致でもって原案どおり可

決することに決しました。

次に、議案第１５号 平成１６年度大阪府泉南

市下水道事業特別会計補正予算（第１号）の質疑

では、人事異動で１名減ったとのことであるが、

このことにより事務を進める上で支障はないのか

との問いに、従前に比べて事業費も若干低下し、

同時に事務のＩＴ化も進んでおり、１名の減少で

も対応できるとのことでありました。

また、下水道が布設された地域での普及促進を

進め、赤字の繰り入れ金額が減る努力をどのよう

にしているのか、との問いに、従来から普及促進

ということで、企業及び個人の家庭についても、

引き込みをしていただくように下水道課でＰＲ、

啓発に取り組んでおり、今後も引き続いて努力を

していくとのことでした。

以上で質疑を終結し、かくして討論、採決の結

－２３１－

果、討論はなく、全会一致でもって原案どおり可

決することに決しました。

次に、議案第１６号 平成１６年度大阪府泉南

市水道事業会計補正予算（第１号）について申し

上げます。

まず、有収率の推移と石綿管の取りかえの現状

を示せとの問いに、平成１５年度の有収率は８８．

５３％、平成１４年度は８８．８０％と若干下がっ

ており、有収率が１％を上下することで約８００

万円の影響が生じるとのことでした。

また、石綿管については、現在延長約６キロメ

ートル残っており、これらの取りかえについては、

市単独での事業実施は困難なため、国の補助制度

等を活用し、取りかえを進めていきたいとのこと

でした。

また、現在の水道会計の累積赤字の７億７，００

０万円について、毎年の赤字額と水道会計の中で、

退職金に充てている市町村の現状を示せとの問い

に、平成１５年度は１億２５万円、１４年度は１

億２００万円、１３年度は１億６００万円の赤字

をそれぞれ計上しており、赤字がふえ続けている

中で有収率をアップさせれば、その分の赤字減ら

しには一定つながっていくが、今後は有収率の改

善のみならず、他の部分、とりわけ人件費等の見

直し等により赤字を減らす努力を行っていくとの

ことでした。

また、各市の退職手当の一般会計への繰り出し

の状況については、堺以南で水道会計から支出し

ている自治体が６市１町、一般会計から支出して

いる自治体が２市３町であるとのことでした。

以上で質疑を終結し、続いて討論に入りました。

まず、討論の中で、今回水道部に所属していた、

年数に応じて水道会計から退職手当に係る金額を

負担することについては、水道会計の赤字をます

ます増大させることと、今後水道料金にはね返っ

ていくということも考えられますので、まず何よ

りも有収率を引き上げる努力を行い、赤字解消に

努めることは当然だが、特に水道会計から退職金

の負担をさせるようなことをしてはならないとの

反対討論がありました。

かくして採決の結果、賛成多数でもって原案ど

おり可決することに決しました。



以上、甚だ簡単でございますが、本常任委員会

に付託されました議案４件の議案審査の概要並び

に結果について私の報告とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

○議長（真砂 満君） ただいまの委員長の報告に

対し、質疑を行います。質疑はありませんか。―

―――小山議員。

○４番（小山広明君） この委員会は厚生と重なっ

ておりまして、全く傍聴ができませんでした。こ

れはやはり委員会の開催をずらすということも今

後していただきたいということをまず冒頭に申し

上げまして、質疑をさしていただきたいと思いま

す。

○議長（真砂 満君） 小山議員に申し上げます。

午前からの会議のときも申し上げてますように、

ただいまは委員長の報告に対する質疑でございま

す。御意見等につきましては、別の機会でよろし

くお願い申し上げます。小山議員。

○４番（小山広明君） 何でもまくら言葉てあるじ

ゃない。いきなり突入したらびっくりするじゃな

いですか。そういうことで言っとるんだから、そ

れぐらい愛きょうじゃないですか。

では、議案第４号で御説明がございました。説

明によりますと、各自治体でやっておったいわゆ

る地区計画の建築物の制限に関するというものが、

大阪を４つのブロックに分けたということは、当

然市でやっとるんと、４つですから恐らく堺以南

が１つだと思うんですが、当然事務的には市でや

っとるのとは違うようになると思うんですが、も

う少しその辺の、全く名前の変更だけだという報

告ですが、ちょっとこの意味がわからないんです

ね。

具体的にどういうような事務があって、その事

務がこの名称変更――名称変更じゃないですね。

地域割り変更ですね、各自治体でやってたものを

大阪を４つに分けたわけですから。そういうこと

に具体的に入った質疑がなかったのかどうかです

ね。ちょっと御答弁いただきたいと思います。

それから、次は議案第１１号です。１１号でち

ょっと言われたんですが、何か計画水量割りです

るということは、計画水量と実際に投入水量とは

違うはずですね。そうすると、計画水量というの

－２３２－

はあっても、そのまちによっては実施率がどれだ

けかというのが問題になるんですが、その辺は実

際の投入というか、実際の現実とずれるというこ

とにこの改正というのはなるように私は聞いてお

って思うのですが、その辺はどのように議論され

たのか、お示しをいただきたいと思います。

それから、議案１５号ですね。下水道会計でご

ざいますが、これは有収率を上げることが水道料

金を上げなくて済むということに結論がなってお

るというふうに私は見たんですが、退職金を今ま

で市が持っておったものをすべて水道会計が持つ

ようになったというのは、何の事前議論がないま

まドンと来た感じですが、この６市１町とか２市

３町、私、多分堺は一般会計から入れておるとい

うように記憶があるんですが、堺といったら、堺

以南の全部の自治体をのみ込むぐらいの大きな自

治体ですので、私の聞き方が間違っておったらご

めんなさいなんですが、そういうところが一般会

計から見ておるのに、泉南市はなぜ小さい世帯の

水道会計に退職金を負担させるのか。ずっと今ま

でこれこそ既成事実でちゃんとやってきたわけで

しょう。この市民が苦しいときに、何か……、こ

れはいいんですか、これ。（発言する者あり）

○議長（真砂 満君） 静かにお願いします。議員

に申し上げます。私語は慎んでいただきますよう

によろしくお願い申し上げます。続行してくださ

い。

○４番（小山広明君） だから、そういうことで、

私はこういう大きな金額の変更を市民にも議会に

も十分議論して、じゃ今まで違法であったのかど

うかも何の議論も報告ないんですが、恐らく市は

違法なことはやってないと思うんですが、違法で

ないとしたら今回のは違法なのか。今回のが合法

であれば、今までやってたのが違法なのか。この

点をはっきり、恐らく議論されてると思いますの

で、ちょっと報告の中には違法性というのは何も

なかったので、お願いをしたい。

それから、石綿管６キロメートルという、この

距離だけ聞くとあれですが、年間ちょっとしか進

んでないように思うんですね、僕、これは。だか

ら、一体いつまでにこの石綿管というのはなくな

るのか。健康の問題と直結しとるんで、国の補助



待ちやとかそんな悠長なことを言わずに、わずか

６キロであれば、市は市民の健康のために、国が

しないんであればやるという判断も、私は政治と

してはやらなあかん内容ではないかなと思うんで、

その辺の議論は行われたのかどうかということ。

ちょっと多くなりましたが、委員長、よろしく

お願いします。

〔北出寧啓君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 北出議員。

○１９番（北出寧啓君） この間申し上げましたけ

ども、真砂議長、前堀口議長によって委員会制度

付託ということを基本的に制度的に遂行して、我

々まだふなれだと思いますので、委員長報告に対

していろんな質疑応答あると思うんですけれども、

基本的には委員長報告で報告された懸案に対して

我々は質疑するのであって、その他、もちろん小

山議員が再度運営の問題で言われますけれども、

入れなかった委員会等に関しては、予算・決算委

員会等、あるいは一般質問等さまざまな権利があ

るわけでございますから、そっちでやっていただ

いて、これは委員長報告に関する質疑応答という

ふうにきちっと制限して議論していただきたいと、

そのように整理をお願いしたいと思います。

以上。

○議長（真砂 満君） 北出議員の御意見でござい

ます。確かに、おっしゃる部分については理解を

いたしておりますし、午前からもそういった運営

でお願いを申し上げてますし、それを逸脱した行

為については、その都度注意をさしていただいて

いるところでございますので、その点改めて各議

員に要請をしたいというふうに思います。

〔小山広明君「予算委員会、決算委員会は訂正

してくださいよ。そんなの関係ないんだから

ね。これ可決するんでしょう、これから。予

算委員会、決算委員会で議論やれとはどうい

うことやねん。ちょっとだけ」と呼ぶ。発言

する者あり〕

○議長（真砂 満君） いやいや、議事運営に関し

ては受け付けますけれども、そのやりとりに関し

ては一切受け付けません。（小山広明君「事実と

違うことを言うたら……。議事録に残りますよ」

と呼ぶ）

－２３３－

○議長（真砂 満君） 井原委員長。だから私、整

理して答弁してます。

○産業建設常任委員長（井原正太郎君） まず、小

山議員の方から議案第４号についての質問がござ

いました。特に、事務の変更等はないのかという

ふうな問いでもありました。また、この大阪を４

つの区域に分けて、今回は結論からいいますと名

称のみの変更というふうなことの質疑がなされま

して、事務にかかわる変更等は特にないというふ

うな委員会の中での質疑であったというふうに報

告をさせてもらいます。

議案第１１号につきまして、特に委員の方から

は計画水量、投入水量、実際の現実のずれはどう

なるのかというふうな中で、どのような議論がな

されたかというふうな問いでありましたが、従来

岬町まで幹線が延びてないというふうなことで、

いわゆる予測値的なそういう分担であったという

ふうに説明がありまして、変更後は定量的な表現

がなされまして、委員会では泉南市が４５．９１か

ら５３．１９に変更になるんだという具体な数値の

説明がなされました。

それから、１６号――１５号と言われたんです

か、質問の内容は１６号での議案であったと思い

ます。水道事業会計の補正に関することでありま

すから、１６号の内容であったというふうに理解

をして答弁をさしてもらいます。

有収率というのは、非常にこの議論の中でも１

％動くことで８００万円の影響が出るというふう

な報告をさせてもらったんですが、関係６市１町

等でも今回退職金等の財源をどこから出すのかと

いう面ではいろんな議論がありました。

討論の中でもそのような水道会計、特別会計か

ら出すということは、水道料金にはね返るんじゃ

ないかというふうな討論もなされまして、御指摘

のように、これはいかがなものかという委員会の

中での質疑がありました。

それから、石綿管についてでありますが、あと

６キロメートルを残しておりますけれども、これ

は健康上の対策からしても、より早い改修等が求

められるわけでありますけれども、この６キロメ

ートルを市、特別会計単費でやるには甚だ額が多

過ぎるので、補助の環境の整備を待ちたいという



ふうな質疑があったということを報告させてもら

います。

以上であります。

○議長（真砂 満君） ほかにございますか。――

――以上で委員長の報告に対する質疑を終結いた

します。

これより一括して討論を行います。討論はあり

ませんか。――――松本議員。

○９番（松本雪美君） 議案第１６号、平成１６年

度大阪府泉南市水道事業会計補正予算について反

対の討論をいたします。

職員の退職金１，２５２万７，０００円を働いた年

数分だけ一般会計から出していたものを今回は水

道企業会計から出すということで提案された議案

であります。当然、今後の水道会計に影響を与え

ることは間違いありません。

泉佐野市以南２市３町が一般会計から出されて

いるのに、泉南市はこれまで一般会計から出して

いたものを水道会計へ振りかえるというこのこと

によって、今後市民の負担せねばならない水道料

金が引き上げられることへとつながっていくので

はないかと危惧しています。

現在、水道企業会計は、累積赤字は７億７，００

０万円、１０年から赤字決算となっており、１５

年決算でも１億円以上赤字になっています。水道

企業会計の健全化は当然していくべきであり、赤

字減らしに取り組まなければなりません。

議論の中では、有収率８８．数％ですが、これを

１％引き上げれば８００万円の増収になり、赤字

解消にもつながるということであります。さらに、

水道企業会計の赤字解消には、水道企業の運営の

ための経費の削減に取り組まなくてはならないこ

とだと思います。そういうことに今後努力をして

いただけるよう指摘をしておきます。

なお、第３次行財政改革大綱では、水道福祉料

金は廃止が示されております。この不況の中で弱

者を苦しめるようなことばかりを強行するのでは

なく、市民の暮らしを守ることが地方自治体の役

目であることをしっかり確認していただいて、今

後の行政推進に努力をしてほしいと思います。

わずか９０万円の福祉減免は打ち切りではなく、

存続をすることを市理事者には加えて求めておき

－２３４－

ます。

１６号議案には、以上の理由で反対といたしま

す。

○議長（真砂 満君） ほかに。――――小山議員。

○４番（小山広明君） 議案第１６号、水道事業会

計補正予算に反対の立場で討論しますが、この議

案の中心は、これまで一般会計で水道会計の職員

の退職金を見てきたというものが一挙に水道会計

自身で負担をしろという、こういうことでござい

ますが、このことが当然独立採算的な部分を持っ

ておるこの企業会計に、市民の値上げに直撃する

問題をはらんでおります。

しかし、そういう議論の中で、有収率を上げる

ということにおいて、市民負担に余り展開しない

という答弁がありましたが、有収率の問題の解決

策として石綿管を入れかえるという問題が議論さ

れました。

これは６キロメートル残っておるということで

ありますけれども、単独ではできない。それはそ

うでしょう。しかし、一方では市民の命があるわ

けでありまして、このことこそ国が責任を市民に

は直接持っておらないわけでありますから、市長

が政治家として、この問題は命を守るために信樽

線よりも先に補助をつけてくださいと国に言うべ

き内容ではないんですか。私の討論聞いてないん

ですからね。まあいいですけどもね。

そういうことで、私はやはりこの問題は、至っ

て政治家としての何を大事にするかということが

ある意味で如実にあらわれている１つの現実だろ

うと思います。

そういうことで、市の職員の皆さんもたくさん

聞いていらっしゃるわけですが、本当に市の皆さ

んもほとんどが市内に住んでいらっしゃるわけで

ありますから、そういう石綿管の健康被害という

ものこそ、国が補助金をつけなければ、市が全額

出してやるということをもしするならば、私はそ

れは大きなニュースとなって、全国の石綿管に悩

む自治体救済になるだろうと思います。

そういうことで、この議案は直接的には石綿管

の云々の内容をはらんでおりませんが、退職金の

問題を通して、やはり水道会計の健全化というこ

とを考えますとき、何のために水道事業があるか



といえば、市民の健康を市が責任を持つというこ

との具体的な内容でございますから、私はこの補

正予算をそういう点から認めることはできないと

思いますので、議員の皆さんにおかれてもよろし

く御判断をいただき、市民に責任を持つ賢明な御

判断をよろしくお願いをしたいと思います。

○議長（真砂 満君） ほかにございませんか。―

―――以上で本４件に対する討論を終結いたしま

す。

これより議案第１６号を採決いたします。本件

に対する委員長の報告は、原案可決であります。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議案第１６号は、原案どおり可とすることに決

しました。

次に、ただいま採決いたしました１件を除く他

の議案３件について、これより一括して採決いた

します。

本３件に対する委員長の報告は、いずれも原案

可決であります。

お諮りいたします。本３件につきましては、い

ずれも委員長の報告のとおり原案を可とすること

に決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（真砂 満君） 御異議なしと認めます。よ

って本３件につきましては、いずれも委員長の報

告のとおり原案どおり可とすることに決しました。

次に、日程第１６、議員提出議案第２５号 郵

政民営化に関する意見書についてを議題といたし

ます。

本件に関し、提出者を代表して北出寧啓議員か

ら提案理由並びに趣旨の説明を求めます。北出議

員。

○１９番（北出寧啓君） 議長のお許しを得ました

ので、郵政民営化に関する意見書の提出に当たり、

案文の朗読をもって説明にかえさせていただきた

いと思います。

郵政民営化に関する意見書（案）

本年９月に、政府は郵政民営化を閣議決定した。

－２３５－

郵政３事業は昨年４月１日に郵政公社として新た

な経営体制をもってスタートし、この１年余り、

サービスの改善と合理化につとめ、ユニバーサル

サービス（全国一律サービス）の実施と事業財政

の改善を果たしつつある。

したがって、再度の経営形態の見直しについて

は、公社としての経営実績を十分に踏まえた上で

の中・長期的な結論が望ましく、かつ、国民の経

済生活と社会基盤としての郵便局のネットワーク

を維持していく上で、郵便・貯金・保険の３事業

を一体的に提供することが経営上、最も合理的と

考えられる。

よって、国及び政府に対し、下記の事項につい

て強く要望する。

記

１、郵政事業の民営化は、公的、社会的役割の重

要性を踏まえ、慎重に審議を行うこと。

２、郵便局の窓口ネットワークの有効活用やユニ

バーサルサービスの維持などにより、国民の利

便性の確保に努められること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（真砂 満君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。――――小山議員。

○４番（小山広明君） 最後のこの日付を読まなか

ったんですが、これは手続上大丈夫なんでしょう

かね。

○議長（真砂 満君） きょうの議決で確認ができ

ますので、問題ないということでございます。よ

ろしいでしょうか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議員提出議案第２５号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（真砂 満君） 御異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第２５号は、原案のとおり可と

することに決しました。



次に、日程第１７、議員提出議案第２７号 大

規模災害の対策と早期復旧に関する意見書につい

てを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して中尾広城議員か

ら提案理由並びに趣旨の説明を求めます。中尾広

城議員。

○１番（中尾広城君） それでは、議長よりお許し

をいただきましたので、議員提出議案第２７号を

案文の朗読をもって提案にかえさせていただきま

す。

大規模災害の対策と早期

復旧に関する意見書（案）

本年は、新潟県中越地震の発生や観測史上最多

を数える台風が上陸するなど、日本列島は近年ま

れにみる大規模な災害に見舞われたところである。

この一連の災害によって、全国各地に死者・行

方不明者の発生や住宅損壊・浸水、農林水産業用

施設や農作物、港湾施設等の公共施設等への被害

など甚大な人的・物的被害がもたらされ、住民生

活と地域経済に大きな影響を及ぼしている。

この深刻な事態に対し、政府として速やかな応

急措置と復旧対策を講ずるとともに、これまでの

すべての大規模災害についての対策を総点検し、

災害発生の原因や治水計画、防災・地震対策の検

証を進め、抜本的対策を早急に講じられることが

必要である。

よって、国及び政府に対し、被災地のライフラ

インの復旧、並びに被災者への支援に一層の力を

注ぐとともに、国民を災害から守るため、将来、

予測される震災等の自然災害についても万全の対

策を講じられるよう、下記の事項について強く要

望する。

記

１、新潟県中越地震に対しては、豪雪地方である

こと、集落ごとのコミュニティーで支えあって

生活してきたこと、高齢化率がたいへん高いこ

となど、その条件と実態に即した国の支援を行

うこと。

２、建物の耐震構造化推進の重要性を強く認識し、

地震防災策の見直しを行うこと。特に、避難所

や救援活動の拠点となる学校や病院の耐震化に

は早急な対策を講じること。

－２３６－

３、都道府県管理区間の中小河川の堤防改修に際

しては、緊急点検結果に基づき、優先的に整備

を進めること。また、海岸および湾岸の水防施

設も同様に、堤防等の総点検を速やかに実施し、

整備を進めること。

４、今回の新潟県中越地震の教訓を生かし、国土

の７割を占める中山間地での震災対策の確立を

早急に図るとともに、災害関連緊急治山事業を

速やかに実施すること。

５、防災無線の整備、洪水ハザードマップの策定

に関し、早急な普及のための計画策定と予算措

置を行うこと。また、市町村長に対する警戒情

報の発令基準および避難誘導マニュアルの策定

を急ぐこと。

６、高齢者等の要援護者への対策を推進するため、

災害情報の伝達・避難・救助・復旧・自立支援

等に関し、対処マニュアルの策定を早急に行う

こと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１６年１２月２２日

泉南市議会

議員各位におかれましては、御賛同のほどよろ

しくお願いいたします。

○議長（真砂 満君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。――――質疑なしと

認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議員提出議案第２７号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（真砂 満君） 御異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第２７号は、原案のとおり可と

することに決しました。

次に、日程第１８、議員提出議案第２９号 高

齢者虐待防止法の制定を求める意見書についてを

議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して井原正太郎議員

から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。井原



正太郎議員。

○８番（井原正太郎君） 議員提出議案第２９号、

高齢者虐待防止法の制定を求める意見書について、

案文の朗読をもって提案にかえさしていただきま

す。

高齢者虐待防止法の制定を求める意見書（案）

高齢化が世界有数のスピードで進むわが国では、

最近、介護が必要な高齢者を放置したり、家庭や

施設内で高齢者に暴力をふるったりするなど虐待

が深刻化している。

しかしながら、高齢者への虐待は表面化しづら

く、これまで家庭や施設内の問題として見過ごさ

れてきており、児童虐待に比べ法整備などの対策

も遅れているのが現状である。

虐待の背景には、限界を超える介護へのストレ

スや複雑な家庭内の人間関係なども含まれており、

虐待を自覚していない家族も多く、介護家族を含

めた精神的なケアが不可欠であるとの指摘もある。

昨年、厚生労働省は、家庭内での高齢者への虐

待について初の全国調査を行い、本年４月調査結

果が発表された。それによれば、「生命に関わる

危険な状態」に至る事例が１割という深刻な実態

が浮き彫りになる一方、虐待に気がついた在宅介

護支援の専門職の９割が対応は困難と感じている

ことも明らかになった。

この結果からも、高齢者虐待の定義を明確にす

ることをはじめ、虐待防止と早期保護への具体的

な仕組みづくりが急務であることが確認されたと

ころである。

よって、地域社会全体として高齢者の人権を守

る体制を充実させ、虐待防止のための具体的な対

策を早急に実現するため、下記の内容を踏まえ、

高齢者虐待防止法の制定を強く要望する。

記

１、相談窓口の設置と早期発見のための通報シス

テムを確立すること。

２、高齢者を虐待者から切り離す緊急保護のため

の一時保護施設等を整備すること。

３、関係機関や家族のネットワークづくりを推進

すること。

４、施設職員や関係者への虐待防止教育を実施す

ること。

－２３７－

５、高齢者虐待防止に関する国民への教育・啓発

を推進すること。

６、上記の諸対策を含めた高齢者虐待防止のため

の法律を制定すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１６年１２月２２日

泉南市議会

皆さんの御賛同を何とぞよろしくお願い申し上

げます。

○議長（真砂 満君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。――――小山議員。

○４番（小山広明君） 大変難しい問題の提起でご

ざいますが、１割という深刻な実態ということで

すが、これは全人口に対する１割というように文

面からはうかがえるんですが、そうなってまいり

ますと、泉南も約６万５，０００となりますと６，５

００人という数字になるわけです。これは国に要

望することはもちろん大事でありますし、一番そ

ういう虐待、当事者の近くにおる市町村の役割と

いうことが大変重要だろうと思うのですが、泉南

市の現状について、細かい数字は全然結構です。

どのように提出者としては認識をされておるのか

をお伺いをしたいと思います。

それから、法律を制定するという提案でござい

ますが、虐待を受ける側というのは、いわゆるぼ

けというようなことも、年をとってくれば、我々

もある意味で今から忘れるということの中で始ま

っておることを認識せざるを得ないんですが、な

かなか本人は正常だと思っていることの中に入っ

ていくわけですので、大変困難な問題を持ってる

と思います。

こういう高齢化をしてきて、どうしても体の機

能が衰えてくるという中で、新しい時代に入った

という認識を私はしとるんですが、提案者として

は、この高齢者に対する虐待ということを時代背

景的にはどのように思っておられるのか、政治家

としてのそういう認識をまず伺いたいと思います。

○議長（真砂 満君） 井原議員。

○８番（井原正太郎君） お答えいたしたいと思い

ます。

泉南市内における虐待に関する私の認識であり



ますけれども、２０００年から介護保険制度が施

行されまして、ヘルパーさんであるとか、いろん

なそれに準ずる方が、介護のために第三者が訪問

介護するようになった。そのときに初めてこの事

実に遭遇されたような方が現実に本市でもあるん

じゃないかと。

全国調査におきまして約１割と言うてますんで、

今、小山議員は人口の１割という表現をされまし

たけれども、私は対象者の１割がそのような虐待

を受けとるというふうな実態じゃなかろうかとい

うふうな認識をいたしております。

次に、法制定に関してですけども、高齢者の虐

待と対比してやっぱり考えられるのが最近の子供

に対する虐待、これがやはり社会問題化して、表

面化されて法整備も進んでおる。警察の介入であ

ったり、あるいは施設担当者の通報、通知であっ

たり、また教育委員会等々もいろんな形で協力体

制ができているのに反して、この高齢者の虐待に

関しては、ただいま申しましたように、にわかに

２０００年度ぐらいからその輪郭がはっきりして

きたというふうなことからしても、やはりこれか

ら超スピードで高齢化する我が国にあっては、こ

れは質問者も今申されましたように、人ごとでは

ないなというふうなことで急いでこの法整備をし

なきゃならなんと、こういう認識でございます。

○議長（真砂 満君） 小山議員。

○４番（小山広明君） ありがとうございました。

提案者として、法律制定に向けて何か私案なり考

え方があるとお聞きしたかったなと思うんですね。

我々はいわゆる健常者という者が普通であって、

老人になっていろいろ物忘れをする、それはちょ

っとその健常者に比べて劣っておるとか、正常で

はないという、そういう見方から、我々の人間の

見方から変えていくということも、虐待に対して

は大変私重要なんじゃないかなと思うんですね。

それはある意味で、年をとってくると私もポン

と足が出せませんから、もっと年をとってくれば

なかなか手を出したり足を出すことがおくれる。

それが遅いやないか、じれったい、早くせえとい

うことで、しないと虐待と、こういうことが私は

想像できるんですが、そうなってくると、本当に

虐待を受けるそういうお年寄りのリズム、そうい

－２３８－

うものを社会のリズムにしていくということも、

単なる防止法というだけではなしに、社会のあり

方そのものをやはり変えていくという、そういう

サジェスチョンというんか、そういう警告、信号

だと思うんですね。

それはある意味で、自然に対しても環境に関し

ても好影響を持ってくる。単なるお年寄りに対す

る虐待防止というんではなしに、本当に我々の歩

み方が、今も提案者が言われましたように、介護

保険というもので他人が家の中に入ってくること

で顕在化してきたという、そういう御認識を述べ

られたんで、ずっと前からそれはあるわけですね。

しかし、それが表に出てきたということの意味

が、私はこの社会を本当に健常者と言われる若い

人たちをベースにした社会から、全人類というん

か、全人種というんか、全人々を対象にした、ゆ

っくり歩く人に合わせた社会づくりということが、

私はこの虐待防止を求めるものの中には基本的に

なければならないのではないかなと思うので、最

後に、私の考えに対して提案者の考えをお聞かせ

いただければ結構かと思います。

○議長（真砂 満君） 井原議員。

○８番（井原正太郎君） この高齢化社会の中で、

虐待というふうな社会問題化した中で、今質問者

も新しい問題提起をされたんですけども、私もこ

れは被害者が高齢者だけじゃなしに、それを介護

する、いわゆるもう限界に達した介護者にとって

も大きな被害者であるんだというふうな認識を持

っております。

あわせて、単なる法整備というだけじゃなしに、

提案者としてどのような代案というふうな質問も

あったわけでありますけども、私は医療あるいは

保健、福祉、それから自治体、警察、またボラン

ティア等々、複合的にこれらをサポートするよう

な体制が今後必要であろうというふうに考えてお

ります。

先進市の例としては、神奈川県の綾瀬市の方で

は、高齢者の虐待防止ＳＯＳネットワーク、この

ようなシステムが既に立ち上がっておるというふ

うなことが報じられております。

したがいまして、どこの地方の自治体にあって

も、この問題はやはり喫緊の課題であろうという



ふうに認識をするところでありますし、くどいよ

うでありますが、いわゆる被介護者、介護者を合

わせてこれは被害者なんだという認識で、早く法

整備を急がなければならないと、このような認識

でございます。

○議長（真砂 満君） ほかにございますか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議員提出議案第２９号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（真砂 満君） 御異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第２９号は、原案のとおり可と

することに決しました。

次に、日程第１９、議員提出議案第３０号 よ

りよい介護保険制度への改善を求める意見書につ

いてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して和気信子議員か

ら提案理由並びに趣旨の説明を求めます。和気信

子議員。

○３番（和気信子君） 議員提出議案第３０号、よ

りよい介護保険制度への改善を求める意見書（案）

について、案文を朗読して提案にかえます。

よりよい介護保険制度への

改善を求める意見書（案）

介護保険制度は、来年４月に５年目の見直しの

時期を迎える。現状は、高い保険料や利用料負担

が重いために必要な介護サービスが受けられない、

また、施設不足のため待機を余儀なくされている

高齢者がどんどん増えている。本市でも例外では

ない。

ところが、政府は介護への財政支出を抑制する

ために、国民に負担を一層、増やす制度へと「改

正」しようとしている。

第一に、２０歳から保険料を納入させる。障害

者支援制度との統合。第二に、在宅介護サービス

の利用を制限する。（現在の要支援者、要介護者

１を対象から外す。）第三に、ホテルコストを導

入し、施設入居者に対し、居住費用を徴収しよう

－２３９－

としている。第四に、低所得者対策などの特別対

策の廃止である。

これらは、高齢者から必要な介護サービスを取

り上げ、高齢者の生活と人権を踏みにじり、介護

に対する国民の願いに逆行するものであり、かえ

って、滞納や制度の空洞化も招きかねないことで

ある。今、介護保険制度の見直しで求められてい

るのは、実施４年半余を踏まえて、より安心でき

る制度にするため、山積する問題点の改善に取り

組むことである。

よって、国及び政府に対し、介護保険制度が真

に高齢者にとって利用しやすく、安心して老後を

託せるものとなるよう、下記の事項について要望

する。

記

１、国庫負担を２５％から３０％に引き上げ、保

険料・利用料の減免制度をつくること。

２、保険料・利用料を支払い能力に応じた負担に

改めること。

３、介護・医療・福祉の連携で健康づくりを進め

ること。

４、在宅、施設でも、安心して暮らせる基盤整備

を進めること。

５、介護労働者の労働条件を守り、改善すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１６年１２月２２日

泉南市議会

皆様方の御賛同をよろしくお願いいたします。

〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 小山議員。

○４番（小山広明君） 緑風クラブの堀口、北出、

市道、東議員が全員おらないでしょう。これは品

位に欠ける最も重要なことですよ。呼んできて始

めましょう。

○議長（真砂 満君） 議長として申し上げます。

離席の問題については、好ましくないというのは

もう周知の事実でございます。ただ、生理的な現

象もございますので、それぞれについて議長とし

てすべてを把握をいたしておりません。どういう

理由があるのかわかりませんので、一般的な常識

の範囲にお任せをしたいというふうに思いますし、



それぞれが注意をしていただきますようにお願い

します。小山議員も御指摘でございますけれども、

会議の冒頭に出席をされていないときもございま

すので、それぞれに注意をしていただきますよう

にお願いをいたします。

〔小山広明君「議長、だめですよ。呼んできて

くださいよ。そういう措置をするように法的

にもなっとるんだから。余りにもだらけ過ぎ

てますよ、そんなもの。席かえて、一番向こ

うに座ってもらうとか」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 議長として先ほども申し上

げましたとおり、それぞれが常識を持ってしてい

ただきたいというふうに繰り返しお願いを申し上

げます。

〔小山広明君「生理現象やったら昼の休みの時

間に行くべきやし、そんなん待ってあげたら

いいじゃないですか」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。――――質疑なしと

認めます。（小山広明君「私だけは厳しくやって。

議会とめてまでやってるんやで」と呼ぶ）静かに

してください。（小山広明君「やってください、

それやったら」と呼ぶ）静かにしてください。

（小山広明君「やってください」と呼ぶ）静かに

してください。（小山広明君「やってください、

それやったら」と呼ぶ）

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議員提出議案第３０号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決して御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（真砂 満君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立多数であります。よっ

て議員提出議案第３０号は、原案のとおり可決す

ることに決しました。

－２４０－

次に、日程第２０、議員提出議案第３１号 平

成１７年度地方交付税所要総額確保に関する意見

書についてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して成田政彦議員か

ら提案理由並びに趣旨の説明を求めます。成田政

彦議員。

○１６番（成田政彦君） 議員提出議案第３１号、

平成１７年度地方交付税所要総額確保に関する意

見書について、案文を読んで提案したいと思いま

す。

平成１７年度地方交付税所要

総額確保に関する意見書（案）

平成１６年度政府予算においては、地方交付税

及び臨時財政対策債の大幅な削減により、地方財

政運営に支障を来たすとともに、地方の信頼関係

を損ねる結果となった。

平成１７年度政府予算編成においては、平成１

６年度予算のような大幅な削減が行われることの

ないよう、国は誠実に対応し、国と地方の信頼関

係を構築し、住民サービスの低下を来たさないよ

うにすべきである。

よって国は、平成１７年度政府予算編成に当た

り、「地方交付税の所要総額」が確実に確保され

るよう、下記の事項についてその実現を求めるも

のである。

記

１、昨年のような地方交付税等の大幅な削減によ

り、地方公共団体の財政運営に支障を来たすこ

とのないよう、平成１７年度の地方交付税総額

は、少なくとも平成１６年度の水準以上を確保

すること。

２、税源移譲に伴い、財政力格差が拡大する財政

力の弱い地方公共団体に対しては、地方交付税

の財源調整・財源保障を強化して対応すること。

３、地方財政計画上の歳出と決算との乖離につい

ては、投資的経費と経常的経費の実態を踏まえ、

一体的に是正すべきであり、一方的な、不合理

な削減は絶対に認められないこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１６年１２月２２日

泉南市議会



よろしくお願いします。

〔大森和夫君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 大森議員。

○１０番（大森和夫君） この議案は全国議長会か

ら提出された……

〔発言する者あり〕

○議長（真砂 満君） 静かにしてください。議事

進行が聞こえません。（発言する者あり）静かに

してください。重要な議事進行を聞いてるんです

よ。

○１０番（大森和夫君） お帰りになったんですけ

ど、この議案というのは全国議長会から提案があ

って、我が党が提案してましたけども、引き下げ

て、全国議長会の提案で、ぜひこの議会全体で、

全会一致でということになってますので、全員が

戻ってきて議論できるような体制にお願いしたい

というふうに思います。

○議長（真砂 満君） 先ほども申し上げましたよ

うに、それぞれの議員の生理現象がございます。

加えて、議員の賛成権、反対権、退席権もそれぞ

れございますので、それぞれの理由がございます。

〔小山広明君「退席権なんかどこにあるんや。

問題発言ですよ、そんなもん。採決のときは

しゃあないわ。審議のときに何で退席権があ

るんや」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 私の答弁中ですので、最後

までお聞きください。そういったことがございま

すので、呼びに行けというようなお話もございま

すけれども、さきにも申し上げましたように、そ

れぞれの議員の常識を持って行動していただきま

すように注意を申し上げたところでございます。

今、大森議員の指摘でございますが、現在見渡

したところ全員着席しておりますので、御意見に

ついてはそのまま進めさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。

ただいまの提出者の説明に対し、質疑等ありま

せんか。――――質疑なしと認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議員提出議案第３１号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

－２４１－

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（真砂 満君） 御異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第３１号は、原案のとおり可と

することに決しました。

次に、日程第２１、議員提出議案第３２号

「金融アセスメント法」の制定を求める意見書に

ついてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して大森和夫議員か

ら提案理由並びに趣旨の説明を求めます。大森和

夫議員。

○１０番（大森和夫君） 案文の朗読をして提案に

かえます。

「金融アセスメント法」の

制定を求める意見書（案）

長引く景気低迷は、中小企業の集積地である大

阪を直撃し、とりわけ集積密度の高い地域におい

ては、中小製造業の激減など極めて深刻な状況に

あり、また、不良債権の最終処理によって、金融

機関による中小企業への貸し出し抑制がますます

強まってきている。

このような中、不良債権の最終処理に際し、地

域経済や中小企業への影響を最小限にとどめつつ、

金融システムの安定性の維持や中小企業金融の円

滑化に向けた対策を講ずることが求められている。

中でも、地域や中小企業への円滑な資金供給に努

力している金融機関を公正に評価するため、「地

域と中小企業の金融環境を活性化させる法律（金

融アセスメント法）」の制定は、新しい金融シス

テムの構築に向けた「制度的インフラ」として機

能し、地域経済の活性化に結びつくものとして期

待されている。

よって、国及び政府に対し、中小金融機関の金

融上の支障を解消し、中小企業と地域経済を活性

化させるために、「金融アセスメント法」を制定

するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１６年１２月２２日

泉南市議会

皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（真砂 満君） ただいまの提出者の説明に



対し、質疑等ありませんか。――――堀口議員。

○２０番（堀口武視君） 今の提案の中に、金融機

関による中小企業への貸し出し抑制がますます強

まってきているという、この実態がわかったらち

ょっとお示しを願いたい。

○議長（真砂 満君） 大森議員。

○１０番（大森和夫君） 今、御存じのように、貸

し渋り、貸しはがしという言葉がありますが、特

にそれが中小企業などに行われているということ

であります。そのことを取り上げたものでありま

す。

○議長（真砂 満君） 堀口議員。

○２０番（堀口武視君） 今、貸しはがし、貸し渋

りというような言葉が出ましたけども、私も一人

の中小企業の経営者でございますけど、実態とし

て私自身は感じてませんけれども、その辺の実態

を事実どのような状況にあるのか。提案されてい

る以上は、その実態をお聞きをしたい。その数字

によって判断をしたいと、このように思います。

○議長（真砂 満君） 大森議員。

○１０番（大森和夫君） 具体的な数字というのは、

ここにもありますように、とりわけ大阪、とりわ

けその中で中小企業が集積しているこの地域の倒

産の件数を知っていただければ、それから失業者

の数とか、具体的な数は今持ち合わせていません

けども……

○２０番（堀口武視君） いや、私の聞いてるのは

そんなことじゃない。中小企業への貸し出し抑制

がどういう抑制になってるのか、それだけちょっ

と。

○議長（真砂 満君） 堀口議員に申し上げます。

答弁者は質問の中身がちょっと言葉がこもって聞

こえづらかったということでございますので、再

度お願いします。

○２０番（堀口武視君） いや、だから初めに聞い

たように、金融機関による中小企業への貸し出し

抑制がますます強まってきておるとおっしゃって

るんですから、その実態をお示しをいただきたい、

こういうことでございます。

ただ、私は中小企業も事業計画のきちっとした

ところに対しては、金融機関はそれなりの対処を

してると、このように思ってますから、その辺の

－２４２－

実態が明らかであれば、今提案者の方からお示し

をいただきたい、こういうことでございます。

○１０番（大森和夫君） 具体的な、ここに今堀口

議員のおっしゃったような回答にはならないかも

しれませんけども、そういうことで堀口議員の関

係してる会社のように直接困ってない会社も確か

にあるのはわかってます。

ただ、これは全体としては、私がこの提案をい

ただきました中小企業同友会というところの説明

によりますと、我が社は金融では困ってないし、

銀行との関係もうまくいってませんと、金融アセ

スメント法はなかなか自分の問題としては取り上

げられませんという、そういうクエスチョンが設

けられて、それについての回答がこの中に書かれ

ているんですけども、例えば奈良同友会では１，０

００名以上の署名が集まってると。

その中で会員の声として、私は無借金なので金

融アセス法なんて関係ないと思ってましたが、つ

い最近京都の同業者が廃業に追い込まれました。

物流業界は深刻な不況下にあるだけに、得意先の

倒産によっていつ我が身に降りかかっても不思議

ではない、他人ごとではないと危機感を持ちまし

た。お得意先や取引業者、そして地域のことを大

切にしないと、我が社の存在、発展はないと金融

アセスの署名に取り組んでおりますという中身が

紹介されております。

このように、堀口議員おっしゃるように直接関

係のない業者の方もいらっしゃるかもしれません

けども、全国的とか大阪府下的に見ると、やっぱ

り金融機関の貸し出しの抑制によって大変な業者

が多いということで、こういう提案をさしていた

だきました。

御賛同をよろしくお願いいたします。

〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（真砂 満君） 小山議員。

○４番（小山広明君） 僕は、やはり十分な議論を

尽くすためには、行政の豊富な情報も議員提案に

は十分使って、その中で政治家同士が政治家の理

念の議論をするのが大事だと思うんですよ。何も

行政の皆さんは、市民にも議会にも市長にも情報

は平等に出していただくならば、私はもっと実の

ある議論に入っていくと思います。



しかし、行政は現実の執行をしていらっしゃる

んですから、実態については一番よく知っとるん

ですね。それを議員提案の議論の中にも役立てて

いけば、私は堀口さんの質問にもきちっとかみ合

って、実りあることになると思います。

やっぱり目的を忘れずに、市民のためにこの議

論の場をするためには、持っている行政の情報は

公ですから、それをぜひ使って議論をしていただ

くことを要請いたします。

○議長（真砂 満君） 小山議員の御意見でござい

ますけれども、提出をしているのは、代表をする

今回でいえば大森議員でありますから、提出者が

責任を持って答弁も含めてしていただくと、これ

が基本だというふうに思います。

ただ、議会運営委員会の中でも申し上げており

ますように、これまで提出期間の問題、議論の問

題が不十分だったということは認めますので、そ

の辺については今後お互いに改善の道を歩んでい

きたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いします。

ほかにございますか。――――北出議員。

○１９番（北出寧啓君） 一、二点だけ質問さして

いただきます。

まず、意見書の性格からいうと、大体アクチュ

アルなもんだと思うので、今ここに緊急に出され

た意見書ということで、提案者がどのような形で

金融アセスメント法を特徴的に考えて、それにお

いてこれを規定しているのか。

それから、法でございますから、法の整備状況

が今どこまで来ておるのか、進行状況、その点ぐ

らいは御承知だと思いますので、その点お示し願

いたいと思います。

○議長（真砂 満君） 大森議員。

○１０番（大森和夫君） １つは、国政でどこまで

進んでいるのかということでしたかね。

今、ずっとこの中小企業同友会というのがやっ

てる運動というのは、１つは地方自治体でこの意

見書が採択されるようにということで取り組んで

おられるそうです。これをうちと同じように政府

に上げていくということで、現在は２１２の議会

で意見採択がされたと。北海道議会は全会一致で

あったというふうにやってます。引き続き岡山、

－２４３－

福岡県でも同様の動きが広がっているというよう

なことを書いてます。そういう地方自治から国政

への訴えと。それから、金融機関をも巻き込んだ

運動もしている、それを国政に届けているという

ことです。

それから、中小企業同友会だけではなく、同じ

ような中小企業の団体とともに国政に訴えていっ

てるそうです。それから、特定政党とのつき合い

はしてないということで、すべての政党に訴えて

おられるということをおっしゃってました。

我が党のところに来る以前にも、民主党の方に

もお話ししたということをおっしゃってました。

国政では、こういう趣旨のことを民主党を中心に

訴えていただいてるんだということをお話しにな

ってました。

それから、あと、こういう法律はアメリカなど

で行われてまして、そういうのを国にも政府にも

紹介して、今財務省と相談してるそうです。

もう１つ何でしたか、質問していただければ。

○１９番（北出寧啓君） あなたがここに意見書を

出された上の金融アセスメント法の特性をどうい

うふうに解釈し、それにおいて今意見書を出した

いんだと。国政はそうだけども、地方議会ではこ

うなんだという、あなたの解釈なり意見、これが

ちょっと乏しいと思うので、その内容をお聞きし

たい。

○１０番（大森和夫君） 今の不景気の中で、中小

企業などへの貸し渋りや貸しはがしがあるという

ことです。それも私もこれで勉強さしていただい

たんですけども、もちろんそういうことの影響を

受けてない企業、先ほど紹介ありましたけども、

あるそうです。

その違いは何かというと、担保があるかとかと

いうのはやっぱり１つの大きな基準になってるそ

うです。大企業に対しては、割と相談したり将来

の見込みがあるということで銀行はお金を出すん

だけども、中小企業では割と担保があるかないか

ということを中心にして、それはもちろん企業が

しっかりしてるかということもあるんでしょうけ

ども、担保のないところには余り貸してくれない

というような実態があるということで紹介されて

ました。



先ほど紹介しましたアメリカの場合では、地元

の金融機関が地域に幾ら出しなさいという法律が

あるそうです。金融アセスメント法ではそこまで

しませんけども、地元の業者にどれぐらい出して

るということを情報公開して、それをアセスメン

トしてもらう、評価することによって、地元の金

融業者が担保なしでもこれから頑張れそうな企業

に対しては、どんどん、どんどんお金を出してい

くということが進めば、今疲弊しているこういう

地方や中小企業のまちなどの活性化につながると

いうことで、私自身も何とかこれを成立さしたい

というふうに考えてます。

○議長（真砂 満君） ほかにございますか。――

――巴里議員。

○１８番（巴里英一君） 私は鈍にして余りこの新

金融システムといいますか、こうしたものは承知

してないんですが、１点目は、アセスメント法が

制定された場合、どれだけの効果を発揮し得るの

かということをちょっとお聞きしたいんです。

例えば、全国といえば大変ですから、全国的に

どれだけの中小企業に影響を及ぼすのかというこ

とにもなると大変かなと思いますが、泉南の地に

おいてどの程度の影響があるというふうに考えら

れる法律なんでしょうかね。

そして、評価をあなたはされてるようですが、

現状においても中小企業融資の法というのは非常

に多くあって、しかしそれでもなおかつ大阪府が

５，０００億か１兆円を組んで保証するということ

で、皆さんが正月に向けて非常に御苦労なされて

融資対策に走ってるわけです。

でも、それも条件整備ができないものは借りら

れないということになるんですね。それを乗り越

えて借りれるぐらいだったらもう借りれるわけで

すから、それを乗り越えても借りれるようなこの

アセスメント法であるんかどうかということも御

存じであれば教えていただきたい。問題はここに

あるんでね。

○議長（真砂 満君） 大森議員。

○１０番（大森和夫君） 地元、特に泉南市にどう

いう効果があるのか、実際に効果があるのだろう

かということの御質問だと思うんですけども、こ

のアセスメント法の設立を望んでいる方々という
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のは、中小企業の方自身がつくった組織の中での

提案ですし、今ほど紹介もしましたけども、かな

り多くの中小企業の方が望んでいるということを

見ましても、それをできることが１つは中小企業

自身の方を励ますことになっていくでしょうし、

今そういう原資があるのかということをおっしゃ

ってましたけども、銀行ですからどこかにお金を

回して、そして経済を発展させていく仕事がある

と思うんですけども、それをある程度の特に地元

の中小企業に出すことを公開し、評価すること、

これによって地元から中小企業へのお金が回れば、

当然経済的な効果というのは出てくるというふう

に考えてます。それがこの提案の趣旨であるとい

うふうに考えております。

○議長（真砂 満君） 巴里議員。

○１８番（巴里英一君） アセスですから評価です

よね、今おっしゃってるのは。評価するためには

評価でき得る状況でなくてはならないわけですね。

どのような評価をするか、評価ポイントは何かと

いうことにもつながるわけですね。私とこへいろ

いろ相談を受けると、非常にやっぱりシビア、国

が。大阪府の融資、シビア。

これを超える融資制度の問題になるのかどうか

なんです。これをある意味では不良債権化する可

能性というのはあるわけでしょう、そのまま返す

という形になれなかったら。なれない企業に貸さ

なかったら、逆に言うたら企業の活性化ができな

いという企業がたくさんあるわけです。

保証人いない、担保能力もない、今限度いっぱ

いやってますから。これを超えた貸し出しができ

るのかということを言うてるんですよ、この法は。

だから、どこにポイントがあるんですか。地域に、

地元にその金融機関が貸せば評価するんだという

んだけど、貸し得る条件というのは何なんですか

と、この法は。

だから、どこがポイントでこの法が――評価す

るだけだったらだれだって評価できるわけですわ。

そういう意味じゃなしに、この法に基づいて行わ

れることによって、そういう非常に経営実態が厳

しい、運転資金が厳しいところに貸し得る法とし

てのポイントを書かれてるんかどうか、ちょっと

……。だから、私は先ほど申し上げたように、鈍



にしてわかりませんので、その点お教えいただけ

ればなというふうに思ってるんですけども、いか

がでしょうか。

○議長（真砂 満君） 大森議員。

○１０番（大森和夫君） 私の考えというよりも、

中小企業同友会の方からこういう趣旨で提案して

ほしいといただいた資料の説明になるのですけど

も、今、巴里議員おっしゃったように、大阪府と

か、なかなか貸し出しは進まないと。

この原因というのは、官僚による裁量的な指導

に極度に依存してきたという点があると。この金

融アセスメント法でそういう部分を改善していき

たいというふう述べておられます。特に、利用者

参加型の行政システムに転化を図ることによって、

従来の事前的規制から事後的規制に移行すべく努

力をし、金融情報開示について一定の進展を図っ

ていきたいというふうに述べておられます。それ

を徹底していくのが金融アセスメント法というこ

とでありますので、ぜひ御賛同の方をよろしくお

願いいたします。

○議長（真砂 満君） ほかに。――――巴里議員。

議員提出議案でございますし、もう２回済んでお

りますので、ごく簡単にひとつよろしくお願いし

ます。巴里議員。

○１８番（巴里英一君） いやいや、他の方だった

らはいはいと議長も指名しますんですけども、何

でこの人……（発言する者あり）ちょっとあなた、

不規則発言多過ぎるん違う、きょう。あれだけ注

意されてるいうことは、あなた多過ぎるんじゃな

いですか。

○議長（真砂 満君） お互いに反省してください。

皆さんにしておりますので、お互いに反省をして

くださいと申し上げてます。

○１８番（巴里英一君） 議長、こんな運営でいい

んですかね。こんな運営やっとったら議会進みま

せんよ。（発言する者あり）

○議長（真砂 満君） 静かにしてください。今、

そのことで時間がとまってるんですからね。です

から、お互いに反省してくださいと申し上げてる

んですから、十分に注意してください、それぞれ。

再度申し上げます。私語等についてはそれぞれ

注意をしてください。守れないときには厳しく処
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分をいたしますので、よろしくお願い申し上げま

す。

それでは、巴里議員、質疑をよろしくお願いし

ます。どうぞ。

○１８番（巴里英一君） 議長、非常に運営がしん

どいと思うんで、もう少しお互いに注意し合いな

がらというのは当たり前のことなんで……。

それじゃ、再々度になりますんで、もうそう大

きくというか、多くを申しませんけれども、この

アセスメントができたからいうたって、中小企業

が救われるという法であるんかというたら、どう

もその答弁を見る限りはでき得ないし、そういっ

たものに対する資料、不勉強にしてありませんの

で具体的には申し上げられませんけれども、国民

金融公庫初め中小企業金融公庫、それで大阪府の

特別融資とか、あらゆるところの融資制度があり

ながら、なおかつそれを使い切って――私、言う

のは、使い切って保証人もいないし、担保がなか

ったら貸さないという状況なんですね。

これらがこの方々に貸し得るシステムなら、僕

はいいというふうに思うんです。幾ら評価したか

らといったって、貸せない状態は評価できるわけ

ない。むしろ、それを貸せばまた銀行が不良債権

化するということも一方ではあるわけですから、

そういったとこを見たときに、果たしてこのアセ

スメントがいいのかどうかというところに依拠す

るわけですね。

だから、この提案はまだまだ少し早いんではな

いかというふうに私は思うんで、その点は早いこ

とはないというふうに思うだろうと思いますけど

も、先ほど申し上げた、そういったとこまで融資

でき得るというふうな法になるんだということの

確信でしょうか。

○議長（真砂 満君） 大森議員。

○１０番（大森和夫君） 評価の中身ですか、アセ

スメントということでまさに評価するんですけど

も、今、巴里議員がおっしゃってたような現状も

含めて、融資状況を公開していって、それで判断

していただくと。

それを見て、いや、貸す状況がないから貸して

ないという場合ももちろんあるかもしれませんし、

いや、本当はもっと中小企業に対して、地元に対



して貸せる場合もあるのに貸してないじゃないか

というようなことも、そういう情報をどんどん出

していって評価してもらうというのが――その中

でどういうふうに進んでいくのかわかりませんけ

ども、実際情報公開してもおっしゃるように貸す

ような企業がなかったりする場合とか、貸す資金

がない場合とかいうようなこともあるかもしれま

せんけども、そういうことを含めて、官僚主体じ

ゃなくて参加型で情報公開していくということだ

と思います。

それと、メリットにつきましては、いただいた

資料の中、ホームページでも公開してると思うん

ですけども、１から５の中身で紹介してるんです。

これ各会派のところで届けておられるかと僕は思

ってました。私はこの同友会の方と面談した方に

いただいたんですけども、またこの資料もお渡し

しますので、ぜひ読んでいただきまして、時間あ

りませんけども、そういう資料も出てますので、

また御参照ください。

○議長（真砂 満君） ほかにございますか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議員提出議案第３２号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（真砂 満君） 御異議なしと認めます。よ

って議員提出議案第３２号は、原案のとおり可と

することに決しました。

次に、日程第２２、議員提出議案第３３号 自

衛隊のイラクからの即時撤退を求める意見書につ

いてを議題といたします。

本件に関し、提出者を代表して松本雪美議員か

ら提案理由並びに趣旨の説明を求めます。松本議

員。

○９番（松本雪美君） 議員提出議案第３３号、自

衛隊のイラクからの即時撤退を求める意見書につ

いて、案文を朗読して提案にかえます。

自衛隊のイラクからの即時

撤退を求める意見書（案）

－２４６－

今、イラクでは、米軍のファルージャへの総攻

撃で、多くの病人や女性、子どもが犠牲になって

いる。このような行為は、国際法上も人道上も絶

対に許されない戦争犯罪である。テロは、どんな

理由があっても許せるものではない。一方、この

ような軍事攻撃は「テロ撲滅」どころか、テロの

温床を広げるものである。

しかし、小泉首相はこの作戦を全面的に支持し、

派兵を続けている。

自衛隊派兵は、そもそも憲法違反であり、自衛

隊の宿営地にまで砲弾が撃ち込まれるなど、「非

常事態宣言」が発令されたサマワが「イラク特措

法」に照らしても「非戦闘地域」などといえない

ことは明白である。今、イラク派兵の国々の撤退

が相次ぎ、来年３月には、サマワのオランダ軍も

撤退する。このまま自衛隊を派兵し続ければ、日

本がイラク国民全体、アラブ・イスラム世界全体

に敵対してしまい、自衛隊が戦闘行為に巻き込ま

れかねない事態になる事は明らかである。

よって、国及び政府に対し、無法な住民虐殺を

やめるようにアメリカに要求するととともに、自

衛隊のすみやかな撤退を行うよう要望するもので

ある。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１６年１２月２２日

泉南市議会

以上、御賛同よろしくお願いいたします。

○議長（真砂 満君） ただいまの提出者の説明に

対し、質疑等ありませんか。――――質疑なしと

認めます。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議員提出議案第３３号を採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（真砂 満君） ただいまの議長の宣告に対

し御異議がありますので、本件については起立に

より採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す



ることに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（真砂 満君） 起立少数であります。よっ

て議員提出議案第３３号は、否決されました。

ただいま可決されました意見書につきましては、

議会の名において各関係機関に送付いたしますが、

その送付先につきましては議長に御一任願いたい

と思います。

以上で本日の日程は全部終了し、今期定例会に

付議された事件はすべて議了いたしました。連日

にわたり慎重なる御審議を賜りまして、まことに

ありがとうございました。

なお、議員並びに理事者各位におかれましては、

健康に御留意され、御家族ともども幸多き新年を

迎えられんことを祈念いたします。

これをもちまして平成１６年第４回泉南市議会

定例会を閉会いたします。御苦労さまでございま

した。

午後３時２０分 閉会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 真 砂 満

大阪府泉南市議会議員 角 谷 英 男

大阪府泉南市議会議員 成 田 政 彦

－２４７－


